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グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
死
か
ら
一
年
た
っ
た
一
〇
八
六
年
五
月
二
十
四
日
（
聖

霊
降
臨
祭
）
に
、
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
長
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
が
教
皇
に
選
出

さ
れ
た
。
正
式
に
教
皇
に
聖
別
さ
れ
た
の
は
翌
年
の
五
月
九
日
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ク

ト
ル
三
世
を
名
乗
っ
て
い
る
。

（
１
）

改
名
に
よ
っ
て
帝
国
司
教
出
身
教
皇
ヴ
ィ
ク
ト

ル
二
世
を
想
起
し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）

彼
の
推
奨
で
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
は
モ
ン
テ
カ
ッ

シ
ー
ノ
修
道
士
に
な
っ
て
い
る
。
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
と
彼
が
指

名
し
た
一
連
の
改
革
教
皇
を
敬
愛
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革

の
推
進
者
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
調
停
者
的
人
物
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）

彼
の
名
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
遺
言
で
後
継
者
に
推
薦
し
た
三
人
の
候
補
者
の

中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
三
名
の
候
補
者
の
う
ち
ル
ッ
カ
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は

ト
ス
カ
ー
ナ
女
伯
マ
テ
ィ
ル
ダ
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
た
が
、
一
〇
八
六
年
三
月

十
八
日
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司
教
枢
機
卿
オ
ド
は
選
挙
当
日
に

ロ
ー
マ
を
不
在
に
し
て
い
た
し
、
ま
た
リ
ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
は
デ
シ
デ
リ
ウ
ス

の
日
和
見
的
態
度
に
批
判
的
で
あ
り
、
選
挙
人
グ
ル
ー
プ
と
は
疎
遠
で
あ
っ
た
。

モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
と
ノ
ル
マ
ン
人
諸
侯
の
関
係
は
親
密
で
あ
っ
て
、
ノ
ル
マ
ン

人
の
南
伊
征
服
か
ら
多
大
な
恩
恵
と
利
益
を
得
て
い
た
同
修
道
院
は
ノ
ル
マ
ン
人

諸
侯
と
の
友
好
に
は
と
く
に
気
を
つ
か
っ
た
。（

４
）グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ
て
一

〇
七
四
年
三
月
以
来
六
年
以
上
に
わ
た
っ
て
破
門
さ
れ
て
い
た
ア
プ
ー
リ
ア
・
カ

ラ
ー
ブ
リ
ア
公
ロ
ベ
ル
ト=

グ
ィ
ス
カ
ル
ド
に
対
し
て
も
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
は

変
ら
ぬ
信
頼
関
係
を
保
ち
つ
づ
け
た
。
教
皇
選
挙
会
議
が
開
か
れ
た
ロ
ー
マ
の
サ

ン
タ=

ル
チ
ー
ア
教
会
に
は
サ
レ
ル
ノ
侯
ギ
ス
ル
フ
、
カ
ー
プ
ア
侯
ヨ
ル
ダ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
皇
　
改
　
革
（
二
）

関
　
口
　
武
　
彦
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な
ど
の
ノ
ル
マ
ン
人
諸
侯
が
出
席
し
て
お
り
、
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
の
選
出
が
彼
ら
の

強
い
要
望
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
が
た
だ
ち

に
教
皇
就
任
を
受
諾
し
な
か
っ
た
の
は
ノ
ル
マ
ン
人
諸
侯
の
足
並
み
が
そ
ろ
わ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ア
プ
ー
リ
ア
公
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ=

ボ
ル
サ
（
ロ
ベ
ル
ト=

グ
ィ
ス
カ
ル
ド
の
息
子
）
の
支
持
を
と
り
つ
け
た
後
に
、
教
皇
就
任
に
踏
み
切
っ

た
。

　

デ
シ
デ
リ
ウ
ス
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
に
よ
っ
て
一
〇
五
九
年
三
月
に
サ
ン
タ=

チ
ェ
チ
ー
リ
ア
の
司
祭
枢
機
卿
に
任
命
さ
れ
、
選
出
時
に
は
最
古
参
の
司
祭
枢
機

卿
で
あ
っ
た
。
枢
機
卿
デ
ウ
ス
デ
ー
デ
ィ
ッ
ト
な
ど
の
カ
ノ
ン
法
学
者
は
、
教
皇

ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
三
世
が
七
六
九
年
四
月
に
制
定
し
た
教
皇
選
挙
規
定
を
引
き
合
い

に
だ
し
て
、
教
皇
は
司
祭
枢
機
卿
か
助
祭
枢
機
卿
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
た
が
、（

５
）デ

シ
デ
リ
ウ
ス
の
選
出
は
こ
の
要
求
に
も
か
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
は
一
〇
八
七
年
八
月
末
に
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
に
教
会
会
議

を
召
集
し
た
。
教
皇
は
対
立
教
皇
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
）
と
教

皇
自
身
に
人
身
攻
撃
を
く
わ
え
て
い
た
リ
ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
、
サ
ン=
ヴ
ィ
ク

ト
ル
修
道
院
長
リ
シ
ャ
ー
ル
の
両
名
を
破
門
し
た
。
閉
会
後
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ

に
戻
り
、
九
月
十
六
日
に
同
修
道
院
で
死
去
し
た
。
死
の
床
で
彼
は
司
教
枢
機
卿

オ
ド
を
後
継
者
に
推
薦
し
て
い
る
。
わ
ず
か
四
か
月
の
教
皇
在
位
で
あ
り
、
実
績

を
あ
げ
る
い
と
ま
も
な
く
世
を
去
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
を
評
し
て
、
偉
大
な
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七

世
の
後
継
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
重
大
な
状
況
に
直
面
し
て
聖
ペ
ト
ロ
の
船
を

操
る
に
足
る
だ
け
の
行
動
力
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。（

６
）し

か
し

こ
の
評
価
は
間
違
っ
て
い
る
。
一
〇
八
〇
年
六
月
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
と
ロ
ベ

ル
ト=

グ
ィ
ス
カ
ル
ド
を
和
解
さ
せ
た
チ
ェ
プ
ラ
ー
ノ
条
約
に
仲
介
の
労
を
と
っ

た
の
は
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
で
あ
っ
た
し
、
教
皇
就
任
後
も
彼
は
ノ
ル
マ
ン
人
と
の
友

好
路
線
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。
第
二
期
の
改
革
教
皇
権
に
と
っ
て
ノ
ル
マ
ン

人
の
財
政
・
軍
事
的
支
援
が
な
け
れ
ば
、
北
方
の
帝
国
の
脅
威
に
到
底
太
刀
打
ち

で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ノ
ル
マ
ン
人
と
の
お
よ
そ
半
世
紀
に
わ
た
る
友
好
の

基
礎
を
き
ず
い
た
人
物
こ
そ
は
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
＝
ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
　
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
と
シ
ス
マ
の
克
服

　

ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
の
死
か
ら
お
よ
そ
半
年
後
の
一
〇
八
八
年
三
月
八
日
（
四
旬

節
第
一
週
）
に
テ
ラ
チ
ー
ナ
で
選
挙
集
会
が
も
た
れ
た
。
枢
機
卿
全
員
が
三
日
間

の
断
食
に
入
り
、
三
月
十
二
日
（
主
日
）
に
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司
教
枢
機
卿
オ
ド
を

全
員
一
致
で
教
皇
に
選
出
し
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
が
こ
れ
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
七
世
が
後
継
者
の
一
人
に
指
名
し
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
三
世
が
後
継
者
に
推
薦
し

て
い
た
人
物
で
あ
る
。
本
選
挙
に
は
空
位
の
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
司
教
を
の
ぞ
い
て

六
名
の
司
教
枢
機
卿
全
員
が
出
席
し
た
。
サ
ン=

ク
レ
メ
ン
テ
の
司
祭
枢
機
卿
ラ
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イ
ネ
リ
ウ
ス
（
の
ち
の
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
）
が
司
祭
枢
機
卿
階
級
を
、
モ
ン
テ

カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
長
オ
デ
リ
シ
ウ
ス
が
助
祭
枢
機
卿
階
級
を
代
表
し
て
選
挙
結

果
に
同
意
を
あ
た
え
た
。
ロ
ー
マ
都
督
ベ
ネ
デ
ッ
ト
は
俗
人
を
代
表
し
て
司
教
枢

機
卿
の
提
案
に
賛
同
し
た
。
一
〇
五
九
年
の
教
皇
選
挙
規
定
が
ひ
と
ま
ず
守
ら
れ

た
の
で
あ
る
。（

７
）オ

ド
は
教
皇
就
任
時
に
は
五
十
代
前
半
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
テ
ィ
ヨ

ン=

シ
ュ
ル=
マ
ル
ヌ
（
ラ
ン
ス
南
西
二
十
五
キ
ロ
）
の
貴
族
の
出
身
で
あ
り
、

ラ
ン
ス
大
司
教
座
聖
堂
の
参
事
会
員
を
へ
て
大
助
祭
に
な
っ
た
。
ラ
ン
ス
時
代
の

彼
の
師
に
ブ
ル
ー
ノ
（
カ
ル
ト
ゥ
ジ
ア
会
創
設
者
）
が
い
る
。
三
十
代
前
半
に
ク

リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
り
、
修
道
院
長
ユ
ー
グ
の
下
で
院
長
代
行
を
つ
と
め
た
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
教
皇
庁
の
ス
タ
ッ
フ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
を
探
し
て
い
た

と
き
に
ユ
ー
グ
が
推
薦
し
た
の
が
オ
ド
で
あ
り
、
教
皇
は
彼
を
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司

教
枢
機
卿
に
任
命
し
た
（
一
〇
八
〇
年
頃
）
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
晩
年
に
オ
ド
を

教
皇
特
使
と
し
て
ド
イ
ツ
に
遣
わ
し
た
。
彼
は
ク
ヴ
ェ
ー
ト
リ
ン
ブ
ル
ク
に
教
会

会
議
を
召
集
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
と
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
対
し
て
厳
し
い
教

令
を
布
告
し
て
い
る
（
一
〇
八
五
年
四
月
）
。
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
個
性
は
、
ラ

ン
ス
教
会
の
大
助
祭
と
し
て
の
行
政
人
、
ブ
ル
ー
ノ
の
薫
陶
を
う
け
ク
リ
ュ
ニ
ー

修
道
院
長
ユ
ー
グ
の
も
と
で
培
わ
れ
た
修
道
士
的
理
想
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
か

ら
学
ん
だ
戦
闘
的
な
改
革
精
神
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
教
皇
就
任
直
後
に
ド
イ
ツ
の
司
教
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
い

た
。
「
す
べ
て
に
お
い
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
足
跡
に
従
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
の

で
、
彼
が
し
り
ぞ
け
た
こ
と
は
す
べ
て
し
り
ぞ
け
、
断
罪
し
た
こ
と
を
断
罪
し
、

彼
が
愛
し
た
こ
と
を
十
分
に
尊
重
し
、
彼
が
正
当
で
普
遍
的
と
み
な
し
た
こ
と
を

確
認
し
承
認
し
ま
す
」（

８
）と

。
自
分
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
政
策
の
継
承
者
で
あ

る
と
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
運
用
は
き
わ
め
て
柔

軟
で
あ
っ
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
期
の
三
名
の
ミ
ラ
ノ
大
司
教
は
い
ず
れ
も
ロ
ー
マ
に

忠
実
で
あ
っ
た
が
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
三
世
（
一
〇
八
六
ー
九
三
年
）
は
ハ
イ
ン
リ

ヒ
四
世
に
よ
っ
て
叙
任
さ
れ
た
た
め
に
教
皇
特
使
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
、
一
度
は
修

道
院
に
隠
棲
し
た
身
で
あ
っ
た
。
教
皇
は
彼
に
特
免
を
あ
た
え
て
ミ
ラ
ノ
大
司
教

に
復
帰
さ
せ
て
い
る
。
彼
が
以
後
ロ
ー
マ
に
忠
実
な
改
革
者
に
な
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
他
方
で
は
、
教
皇
は
パ
タ
リ
ア
運
動
の
指
導
者
ア
リ
ア
ル

ド
と
エ
ル
レ
ン
バ
ル
ド
の
両
名
を
列
聖
し
て
急
進
派
を
懐
柔
し
て
い
る
。（

９
）ウ

ル
バ

ヌ
ス
は
ま
た
皇
帝
の
権
力
を
そ
ぐ
た
め
と
あ
れ
ば
、
利
用
で
き
る
も
の
は
な
ん
で

あ
れ
利
用
す
る
と
い
う
仮
借
な
い
現
実
政
治
家
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
。）

（（
（

ハ
イ
ン

リ
ヒ
四
世
に
対
抗
す
る
た
め
に
年
齢
が
著
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
マ
テ
ィ
ル
ダ
と

バ
イ
エ
ル
ン
の
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
の
息
子
（
五
世
）
の
結
婚
を
と
り
は
か
ら
い
（
一

〇
八
九
年
）
、
こ
の
婚
姻
同
盟
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
に
遠
征
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

ド
イ
ツ
へ
の
帰
路
を
遮
断
し
た
。
一
〇
九
三
年
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
長
子
コ
ン

ラ
ー
ト
が
父
に
背
い
て
反
乱
を
お
こ
す
と
、
教
皇
は
す
か
さ
ず
ミ
ラ
ノ
大
司
教
に

彼
を
イ
タ
リ
ア
王
と
し
て
戴
冠
さ
せ
、
二
十
歳
に
達
し
た
ば
か
り
の
こ
の
若
者
に

叙
任
権
を
含
む
ロ
ー
マ
教
会
の
権
利
を
認
め
さ
せ
た
。
翌
々
年
四
月
に
は
、
コ
ン
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ラ
ー
ト
は
ク
レ
モ
ー
ナ
で
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
馬
丁
奉
仕
（stratoris offi

cium

）
を

し
て
い
る
。）

（（
（

同
じ
頃
ミ
ラ
ノ
、
ク
レ
モ
ー
ナ
、
ロ
ー
デ
ィ
の
諸
都
市
が
ロ
ン
バ

ル
デ
ィ
ー
ア
都
市
同
盟
を
結
成
す
る
と
、
教
皇
は
こ
れ
を
支
援
し
て
皇
帝
軍
に
対

抗
さ
せ
た
。
ア
ル
プ
ス
街
道
が
封
鎖
さ
れ
て
ド
イ
ツ
か
ら
の
補
給
が
断
た
れ
た
た

め
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
軍
隊
は
イ
タ
リ
ア
北
東
部
（
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
と
パ
ー
ド
ヴ
ァ
の

あ
い
だ
）
に
釘
付
け
に
な
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ブ
レ
ン
ナ
ー
峠
を
越
え
て
ド
イ

ツ
に
帰
還
で
き
た
の
は
一
〇
九
七
年
の
春
で
あ
っ
た
。
マ
テ
ィ
ル
ダ
と
ヴ
ェ
ル
フ

五
世
の
結
婚
生
活
が
破
綻
し
、
皇
帝
が
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
と
和
解
し
て
バ
イ
エ
ル
ン

公
領
を
彼
に
返
還
し
た
こ
と
で
帰
国
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
一
〇
九
四
年
に
は

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
後
妻
エ
ウ
プ
ラ
ク
シ
ア
が
王
宮
か
ら
逃
亡
し
て
マ
テ
ィ
ル
ダ
に
保

護
さ
れ
た
。
翌
年
の
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
教
会
会
議
で
教
皇
は
エ
ウ
プ
ラ
ク
シ
ア
に

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
性
的
虐
待
を
証
言
さ
せ
、
彼
女
に
特
免
を
あ
た
え
て
自
由
を
保
証

し
て
い
る
。

　

オ
ド
が
教
皇
名
と
し
て
ウ
ル
バ
ヌ
ス
を
名
乗
っ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

フ
ー
ル
マ
ン
や
ハ
ル
ト
マ
ン
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
命
日
（
五
月
二
十
五
日
）

が
聖
ウ
ル
バ
ヌ
ス
一
世
の
祝
日
に
あ
た
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。）

（（
（

ウ
ル
バ
ヌ
ス
一

世
は
偽
イ
シ
ド
ル
ス
法
令
集
で
は
聖
職
者
の
共
同
生
活
、
使
徒
的
清
貧
の
奨
励
者

と
し
て
有
名
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
が
発
給
し
た
特
許
状
に
お
い
て
も
ウ
ル

バ
ヌ
ス
一
世
は
律
修
生
活
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
聖
堂
参

事
会
改
革
に
熱
心
な
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
が
改
革
の
先
駆
者
で
あ
る
ウ
ル
バ
ヌ
ス
一

世
を
想
起
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。）

（（
（

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
は
い
わ
ゆ
る
巡
歴
教
皇
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
点
で
レ
オ
九

世
に
似
て
い
る
。
十
一
年
四
か
月
の
在
任
中
ロ
ー
マ
で
過
し
た
の
は
三
年
八
か
月

に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
は
在
任
期
間
の
三
分
の
一
に
満
た
な
い
。
三
年
三
か
月
は
南
伊

の
ノ
ル
マ
ン
人
領
に
滞
在
し
て
い
る
。
在
位
中
十
一
回
の
教
会
会
議
を
開
催
し
た

が
、
う
ち
四
回
は
南
伊
の
都
市
メ
ル
フ
ィ
、
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
、
ト
ロ
イ
ア
、
バ
ー

リ
で
開
か
れ
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
一
〇
九
一
、
九
二
、
九
五
年
に
は
ロ
ー
マ
に
一

歩
も
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。）

（（
（

こ
れ
ほ
ど
長
期
に
わ
た
っ
て
ロ
ー
マ
を
留
守
に

し
な
が
ら
シ
ス
マ
に
勝
利
で
き
た
の
は
南
伊
の
ノ
ル
マ
ン
人
と
フ
ラ
ン
ス
聖
界
人

の
支
持
と
協
力
が
得
ら
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
出
身
の
ウ
ル

バ
ヌ
ス
は
つ
ね
に
修
道
院
長
ユ
ー
グ
と
親
密
に
連
携
し
な
が
ら
行
動
し
、
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
会
の
西
欧
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
彼
の
支
持
勢
力
の
拡
大
に
寄
与
し
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
ロ
ー
マ
を
制
す
る
こ
と
が
西
欧
の
聖
俗
界
貴
族
の

支
持
を
と
り
つ
け
る
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
教
皇
が

い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
ロ
ー
マ
で
あ
る
」
《ubi est papa,ibi est Rom

a

》
と

い
う
考
え
が
次
第
に
根
を
お
ろ
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

　

ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
）
は
「
中
世
に
お
い
て
最
も
成
功
し
た

皇
帝
の
対
立
教
皇
」

）
（（
（

と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
〇
八
〇
年
六
月
の
ブ
リ
ク
セ
ン
会
議

で
皇
帝
に
よ
っ
て
対
立
教
皇
に
指
名
さ
れ
、
一
〇
八
四
年
三
月
に
ラ
テ
ラ
ノ
聖
堂



教
皇
改
革
（
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五

に
お
い
て
正
式
に
就
任
し
た
。
一
一
〇
〇
年
に
死
去
す
る
ま
で
二
十
年
以
上
に
わ

た
っ
て
対
立
教
皇
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
正
統
教
皇

の
教
皇
位
継
承
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
か
な
か
っ
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
死
か
ら

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
即
位
ま
で
の
三
年
の
あ
い
だ
、
そ
の
半
分
の
期
間
（
一
〇
八

五
年
五
月
ー
一
〇
八
六
年
五
月
、
一
〇
八
七
年
九
月
ー
一
〇
八
八
年
三
月
）
は
教

皇
座
が
空
位
で
あ
っ
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
と
っ
て
最
大
の
懸
案
は
、
い
か
に
し
て

混
乱
し
た
教
会
を
立
て
直
し
、
シ
ス
マ
を
解
決
す
る
か
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
ⅰ
）
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
選
出
後
南
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
、
ト
ロ
イ
ア
で
シ
チ
リ
ア
伯

ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
一
世
と
会
見
し
た
。
南
伊
の
支
持
基
盤
を
固
め
る
こ
と
に
全
力
を

つ
く
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
ロ
ー
マ
に
教
会
会
議
を
開
催

し
て
ウ
ル
バ
ヌ
ス
を
破
門
し
、
聖
職
売
買
と
聖
職
者
の
不
品
行
を
断
罪
し
た
。
反

シ
モ
ニ
ア
、
反
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
の
改
革
に
関
し
て
は
、
両
教
皇
の
あ
い
だ
に
政
策

上
の
差
異
は
な
い
。
さ
ら
に
皇
帝
に
た
い
す
る
忠
誠
誓
約
の
解
除
は
諸
悪
の
根
源

で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
非
難
し
た
。
秘
跡
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
は
改
革
教
皇
権
以

上
に
厳
正
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
再
洗
礼
、
再
聖
別
、
再
叙
階
を
固
く

禁
じ
、
一
貫
し
て
正
統
理
論
の
継
承
者
で
あ
っ
た
。）

（（
（

彼
は
祭
壇
の
役
務
者
の
貞

潔
を
重
視
す
る
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
か
っ
た
が
、
罪
を
犯
し
た
司
祭
の
ミ
サ
を

拒
む
者
に
対
し
て
は
破
門
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。
「
不
平
を
鳴
ら
す
民
衆
の
横
暴
」

《m
urm

urantis populi insolentia

》
に
は
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
る
。）

（（
（

グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
よ
う
に
司
祭
の
不
品
行
を
改
め
さ
せ
る
た
め
に
民
衆
の
力
を
動

員
す
る
と
い
う
考
え
に
は
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
も
と
よ
り
反
対
で
あ
っ
た
。
彼
は

ビ
ザ
ン
ツ
と
の
関
係
改
善
に
も
努
め
、
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
レ
ッ
ジ
ョ
の
座
を

追
わ
れ
た
大
司
教
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
介
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教

に
書
簡
を
送
り
と
ど
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
レ
オ
九
世
と
同
様
に
ノ
ル
マ
ン
人
に

対
抗
す
る
た
め
に
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
と
の
同
盟
を
考
え
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ノ

ル
マ
ン
人
の
駆
逐
と
ビ
ザ
ン
ツ
教
会
の
自
由
の
回
復
が
達
成
で
き
る
と
主
張
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
ノ
ル
マ
ン
人
を
味
方
に
つ
け
、
お
の
れ
の
陣
営
に
取
り
込
む
と
い

う
度
量
は
彼
に
は
欠
け
て
い
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
も
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
対
し
て
は
否

定
的
な
印
象
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
彼
を
シ
モ
ニ
ス
ト
で
ノ
ル
マ
ン
人
の
マ
リ
オ

ネ
ッ
ト
と
み
な
し
て
い
た
。）

（（
（

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
公
的
な
場
に
姿
を
み
せ
た
の
は
一
〇
八
九
年
九
月
の
メ
ル
フ
ィ

教
会
会
議
が
最
初
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
連
の
改
革
教
令
が
制
定
さ
れ
た
。
十
六
か

条
の
カ
ノ
ン
の
う
ち
で
注
目
さ
れ
る
の
は
教
区
司
教
権
の
強
化
を
策
し
た
カ
ノ
ン

（
第
五
、
六
、
九
、
十
、
十
五
条
）
で
あ
る
。
と
く
に
第
五
条
は
、
俗
人
が
司
教

な
い
し
教
皇
の
同
意
な
し
に
修
道
院
、
参
事
会
に
十
分
の
一
税
、
教
会
、
教
会
付

属
の
諸
権
利
を
寄
進
す
る
の
を
禁
止
し
た
。
司
教
権
の
復
興
と
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
再

建
へ
の
意
欲
を
示
し
た
教
令
で
あ
り
、
野
放
図
な
修
道
院
へ
の
寄
進
に
よ
っ
て
司

教
権
が
疎
外
さ
れ
、
司
牧
が
ゆ
る
が
せ
に
な
る
の
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。）

（（
（

こ
の

よ
う
な
司
教
主
義
的
傾
向
を
も
つ
教
令
は
今
後
も
繰
り
返
し
制
定
さ
れ
よ
う
。

　

一
〇
九
〇
年
三
月
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
イ
タ
リ
ア
遠
征
の
た
め
に
ド
イ
ツ
を
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発
っ
た
。
以
後
七
年
間
ド
イ
ツ
を
留
守
に
し
て
い
る
。
四
月
に
は
マ
ン
ト
ヴ
ァ
が

包
囲
さ
れ
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
ロ
ー
マ
を
去
っ
て
南
伊
に
避
難

し
た
。
そ
の
後
三
年
間
、
彼
は
ロ
ー
マ
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。
翌
年
二
月

に
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
ロ
ー
マ
に
入
っ
た
。
サ
ン=

タ
ン
ジ
ェ
ロ
城
を
占
領
し
、

一
年
余
り
ロ
ー
マ
に
滞
在
し
た
。
最
も
長
期
の
ロ
ー
マ
滞
在
で
あ
り
、
こ
の
期
間

（
一
〇
九
一
年
二
月
ー
一
〇
九
二
年
二
月
）
が
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
絶
頂
期
で

あ
っ
た
。）

（（
（

一
〇
九
〇
年
か
ら
一
〇
九
一
年
の
あ
い
だ
に
ド
イ
ツ
の
有
力
な
グ
レ

ゴ
リ
ア
ン
が
あ
い
つ
い
で
世
を
去
っ
て
い
る
。
メ
ッ
ス
司
教
ヘ
ル
マ
ン
、
ヴ
ュ
ル

ツ
ブ
ル
ク
司
教
ア
ダ
ル
ベ
ロ
、
ヒ
ル
ザ
ウ
修
道
院
長
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
、
パ
ッ
サ
ウ

司
教
ア
ル
ト
マ
ン
が
こ
れ
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
地
位
は
安
定
を
取
り
戻

す
か
に
み
え
た
。

（
ⅱ
）
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
一
〇
九
二
年
の
復
活
祭
を
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
祝
っ
た
の

ち
、
同
年
夏
に
は
ト
ス
カ
ー
ナ
の
マ
テ
ィ
ル
ダ
配
下
の
要
塞
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
攻
略

し
た
。
マ
テ
ィ
ル
ダ
は
ヴ
ァ
サ
ル
の
進
言
を
容
れ
て
カ
ノ
ッ
サ
南
方
の
カ
ル
ピ

ネ
ー
テ
ィ
要
塞
で
皇
帝
側
と
の
和
平
交
渉
に
応
じ
た
。
し
か
し
対
立
教
皇
の
承
認

を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
調
整
が
つ
か
ず
、
交
渉
は
決
裂
し
た
（
九
月
）
。
マ
テ
ィ
ル

ダ
の
陣
営
で
は
主
戦
論
者
が
勢
力
を
も
り
か
え
し
た
。
十
月
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
カ

ノ
ッ
サ
攻
略
に
失
敗
し
、
皇
帝
軍
は
ポ
ー
川
北
方
に
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
れ
が
戦
局
の
転
機
に
な
っ
た
。）

（（
（

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
一
〇
九
二
年
秋
か
ら
翌
年
の
冬

ま
で
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
一
緒
に
パ
ヴ
ィ
ー
ア
で
す
ご
し
て
い
る
。
一
〇
九
三
年

に
な
る
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
取
り
巻
く
情
勢
は
一
段
と
厳
し
さ
を
ま
し
た
。
前
述
し

た
よ
う
に
コ
ン
ラ
ー
ト
の
反
乱
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
都
市
同
盟
の
結
成
は
、
マ

テ
ィ
ル
ダ
・
ヴ
ェ
ル
フ
軍
の
同
盟
と
あ
い
ま
っ
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
ド
イ
ツ
帰
還

を
絶
望
的
に
し
た
。
彼
の
軍
隊
は
イ
タ
リ
ア
北
東
部
の
一
角
に
封
じ
込
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
一
〇
九
三
年
十
一
月
末
に
ロ
ー
マ
に
戻
っ
た
。
十
二

月
に
は
リ
ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
を
フ
ラ
ン
ス
の
教
皇
特
使
に
再
任
し
、
教
皇
改
革

に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
む
態
勢
を
と
と
の
え
た
。
一
〇
九
四
年
春
、
ヴ
ァ
ン

ド
ー
ム
修
道
院
長
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
が
提
供
し
た
資
金
に
よ
っ
て
ラ
テ
ラ
ノ
宮
殿
を
買

収
し
、
復
活
祭
を
こ
こ
で
祝
っ
て
い
る
。
他
方
、
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
そ
の
後
長

く
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
〇
九
五
年
三
月
に
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
で
開
催
さ
れ
た
教
会
会
議
は
両
教
皇
の

形
勢
の
逆
転
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
二
月
に
マ
テ
ィ

ル
ダ
と
共
に
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
に
入
っ
た
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
三
月
一
日
に
当
地
で
教

会
会
議
を
主
宰
し
た
。
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
は
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
教
会
管
区
の
西
端
に
位

置
す
る
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
大
司
教
座
の
属
司
教
座
で
あ
り
、
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
派
に
対

抗
し
て
こ
こ
で
教
会
会
議
を
開
く
こ
と
で
ウ
ル
バ
ヌ
ス
派
の
優
位
を
印
象
づ
け
る

狙
い
が
あ
っ
た
。）

（（
（

召
集
令
状
は
イ
タ
リ
ア
の
ほ
か
に
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
高

位
聖
職
者
に
も
発
送
さ
れ
た
。
会
議
に
は
「
無
数
の
民
衆
」
が
つ
め
か
け
、
ベ
ル

ノ
ル
ド
の
推
計
で
は
四
千
人
の
聖
職
者
と
三
万
人
を
こ
え
る
俗
人
が
参
加
し
た
と

い
う
。）

（（
（

「
教
会
に
収
容
し
き
れ
な
い
ほ
ど
多
数
の
民
衆
が
参
加
し
た
の
で
」
会
議
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 in cam
po

》
開
か
れ
た
。）

（（
（

フ
ラ
ン
ス
か

ら
十
四
名
の
高
位
聖
職
者
が
出
席
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
も
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教

テ
ィ
ー
モ
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
司
教
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
、
パ
ッ
サ
ウ
司
教
ウ
ダ
ル
リ
ヒ

が
参
加
し
た
。
十
五
か
条
の
カ
ノ
ン
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
半
数
近
く
は

違
法
に
叙
階
さ
れ
た
聖
職
者
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。）

（（
（

当
会
議
は
、
シ
モ
ニ
ス

ト
の
叙
階
を
異
端
者
、
離
教
者
の
叙
階
と
ほ
ぼ
同
等
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
シ
モ

ニ
ス
ト
叙
階
は
違
法
《irritus

》
で
あ
っ
て
効
能
《vires

》
を
有
さ
な
い
（
第
二

条
）
。
異
端
者
お
よ
び
侵
入
者
（
離
教
者
）
の
叙
階
も
同
様
に
違
法
で
あ
る
（
第

九
条
）
。
叙
階
そ
の
も
の
は
無
効
で
は
な
い
に
し
て
も
違
法
で
あ
り
、
恩
恵
の
働

き
が
な
い
と
い
う
意
味
で
そ
れ
は
不
完
全
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
正
統
教
会
に

よ
る
和
解
の
按
手
に
よ
っ
て
秘
跡
の
効
能
が
回
復
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
本
教

令
中
に
は
慈
悲
《m

isericordia

》
と
い
う
用
語
が
数
箇
所
で
見
い
だ
さ
れ
、
特

免
《dispensatio

》
の
授
与
が
教
皇
座
の
権
利
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第

六
条
）
。
法
の
厳
格
で
杓
子
定
規
な
適
用
を
避
け
る
と
い
っ
て
も
原
則
は
あ
く
ま

で
も
原
則
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
特
免
に
歯
止
め
を
か
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
し
か
し
な
が
ら
慈
悲
を
考
量
し
、
多
く
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
品
級
に
お
い
て

こ
の
特
免
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
カ
ノ
ン
法
が
不
利
を
こ
う
む
る
こ
と
を
我
々

は
望
ま
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
固
有
の
効
力
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
必
要

が
な
く
な
れ
ば
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
も
ま
た
不
要
に
な
る
」）

（（
（

と
。

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
一
〇
九
五
年
の
夏
か
ら
お
よ
そ
一
年
を
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
各
地

を
巡
歴
し
た
。
八
月
十
五
日
に
ル=

ピ
ュ
イ
に
着
き
、
こ
こ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
高

位
聖
職
者
に
ク
レ
ル
モ
ン
で
開
催
予
定
の
教
会
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
に
呼
び
か

け
た
。
ラ=

シ
ェ
ー
ズ=

デ
ュ
ー
を
経
て
十
月
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
到
着
し
、
新
聖

堂
の
主
祭
壇
を
聖
別
し
た
。
そ
こ
か
ら
オ
ー
タ
ン
、
ス
ヴ
ィ
ニ
ー
を
通
り
、
十
一

月
に
ク
レ
ル
モ
ン
に
入
っ
た
。
こ
こ
で
有
名
な
教
会
会
議
を
主
宰
し
た
（
十
八
ー

二
十
八
日
）

）
（（
（

。
ベ
ル
ト
ラ
ー
ダ
と
の
結
婚
問
題
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ

プ
を
破
門
に
処
し
た
こ
と
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
自
信
回
復
を
う
か
が
わ
せ
る
。
お
よ

そ
二
百
名
の
高
位
聖
職
者
が
出
席
し
た
が
、
少
数
の
イ
タ
リ
ア
人
と
ス
ペ
イ
ン
人

を
の
ぞ
け
ば
出
席
者
の
大
多
数
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
。
制
定
さ
れ
た
教
令
の

中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
俗
人
叙
任
の
禁
令
（
第
十
五
、
十
六
条
）
と
並
ん
で
第
十

七
条
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
禁
止
の
規
定
で
あ
る
。
「
司
教
な
い
し
司
祭
は
、
王
や
他
の

俗
人
に
対
し
て
臣
従
礼ligiam

 fidelitatem

を
行
っ
て
は
な
ら
ぬ
」）

（（
（

。
司
教
は
王

侯
と
の
レ
ー
ン
制
的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
司
教

職
は
教
会
の
役
職
で
あ
っ
て
、
司
教
の
両
手
は
俗
人
の
汚
れ
た
手
に
包
ま
れ
て
は

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
十
一
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
王
は
司
教
か
ら
臣
従
礼

を
求
め
な
い
で
忠
誠
誓
約
だ
け
を
受
け
と
る
の
が
す
で
に
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。

カ
ノ
ン
第
三
十
三
条
は
、
修
道
士
が
教
区
司
教
の
同
意
を
得
ず
に
自
分
た
ち
が
所

有
す
る
小
教
区
教
会
に
司
祭
を
任
命
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
司
祭
は
司
牧
に
つ

い
て
司
教
に
釈
明
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
明
記
し
た
。
ま
た
第
一
条
で
は
神
の
平

和
と
神
の
休
戦
（T

reuga D
ei

）
に
つ
い
て
規
定
し
た
。
待
降
節
か
ら
公
現
節
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八

ま
で
、
七
旬
節
主
日
か
ら
聖
霊
降
臨
節
ま
で
、
水
曜
日
の
日
没
か
ら
月
曜
日
の
日

の
出
ま
で
が
神
の
休
戦
の
期
間
に
な
る
。
第
二
条
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
名
誉

や
金
銭
の
獲
得
の
た
め
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
信
仰
の
た
め
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
神

の
教
会
を
解
放
す
べ
く
出
発
す
る
者
は
、
誰
で
あ
れ
そ
の
旅
路
は
罪
の
全
き
償
い

と
み
な
さ
れ
る
」）

（（
（

と
。
両
カ
ノ
ン
は
内
容
的
に
密
接
に
関
連
す
る
。
教
会
会
議
終

了
後
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
野
外
で
行
っ
た
十
字
軍
召
集
演
説
を
ラ
ン
ス
の
修
道
士
ロ

ベ
ー
ル
が
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
教
皇
は
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
語
っ

た
と
い
う
。）

（（
（

西
欧
の
土
地
は
そ
の
膨
大
な
人
口
を
養
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

狭
隘
な
土
地
を
求
め
て
た
が
い
に
争
っ
て
い
る
と
き
で
は
な
い
。
邪
悪
な
イ
ス
ラ

ム
教
徒
か
ら
聖
墳
墓
を
解
放
す
べ
く
エ
ル
サ
レ
ム
に
赴
き
、
神
の
大
義
の
た
め
に

彼
ら
と
干
戈
を
交
え
る
と
き
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
に
さ
か
の
ぼ
る
祖
先

の
勇
敢
な
事
績
を
思
い
お
こ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
同
志
の
争
い
を
や
め
て
「
乳
と

蜜
の
流
れ
る
地
」
を
自
分
た
ち
の
た
め
に
手
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
ウ
ル

バ
ヌ
ス
は
こ
の
演
説
の
中
で
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
残
虐
行

為
の
数
々
を
並
べ
た
て
て
民
衆
の
敵
愾
心
を
あ
お
っ
て
い
る
。
聴
衆
を
扇
動
す
る

デ
マ
ゴ
ー
グ
と
し
て
の
資
質
は
実
直
な
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
は
欠
け
て
い
た
も
の

だ
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
演
説
に
は
世
俗
的
な
動
機
に
訴
え
か
け
る
も
の
が
あ
り
、
第

一
回
十
字
軍
の
参
加
者
の
中
に
ボ
ー
ド
ゥ
ア
ン
や
ボ
エ
モ
ン
ト
の
よ
う
な
野
心
的

な
十
字
軍
士
が
い
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
の
閉
幕
後
も
半
年
以
上
を
か
け
て

フ
ラ
ン
ス
の
西
部
と
南
部
を
巡
歴
し
た
。
翌
一
〇
九
六
年
九
月
に
イ
タ
リ
ア
に
戻

り
、
降
誕
祭
を
ラ
テ
ラ
ノ
聖
堂
で
祝
っ
た
。
一
〇
九
七
年
一
月
九
日
に
リ
ヨ
ン
大

司
教
ユ
ー
グ
に
宛
て
て
、
ロ
ー
マ
の
大
半
が
帰
順
し
、
教
会
会
議
を
開
催
で
き
た

旨
を
知
ら
せ
て
い
る
。）

（（
（

ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
で
は
十
か
条
の
教
令
が
制
定
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
も
十
字
軍
出
征
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
土
地
を
質
入
れ
し
た
騎
士
の

権
利
を
守
ろ
う
と
し
た
第
二
条
の
規
定
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
債
権
者
（
そ
の
多
く

は
修
道
院
な
い
し
聖
堂
参
事
会
）
は
質
物
か
ら
の
収
益
に
よ
っ
て
債
務
（
元
本
）

の
弁
済
が
な
さ
れ
る
ま
で
当
質
物
を
て
も
と
に
留
め
お
く
が
、
完
済
が
な
り
次
第

質
物
は
債
務
者
に
返
還
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生

質
権
（vif-gage

）
の
導
入
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恩
恵
的
な
信
用
供
与
で
あ
っ
て

債
権
者
が
好
ま
な
い
契
約
で
あ
っ
た
。）

（（
（

第
五
条
で
は
、
放
火
犯
に
罪
を
償
わ
せ

る
た
め
に
一
年
以
内
に
エ
ル
サ
レ
ム
か
ス
ペ
イ
ン
に
十
字
軍
士
と
し
て
出
征
す
る

よ
う
に
命
じ
た
。
け
だ
し
異
教
徒
に
対
し
て
な
ら
ば
放
火
は
罪
に
当
た
ら
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
、
ミ
ラ
ノ
以
外
で
も
着
々
と
支
持
者
を
ふ
や
し
て

い
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
が
七
年
以
上
に
わ
た
っ
て
立
場

を
鮮
明
に
し
な
か
っ
た
が
、
教
皇
は
一
〇
九
五
年
に
ア
ン
セ
ル
ム
に
パ
リ
ウ
ム
を

届
け
る
た
め
に
ア
ル
バ
ー
ノ
の
司
教
枢
機
卿
グ
ア
ル
テ
ル
ス
を
当
地
に
派
遣
し
た
。

彼
は
ウ
ィ
ン
ザ
ー
宮
で
国
王
と
会
談
し
、
今
後
特
使
の
派
遣
に
あ
た
っ
て
は
王
の

認
可
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
は
王
の
認
可
な
し
に
教
皇
の
命



教
皇
改
革
（
二
） 

― 

関
口

九

令
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
国
王
特
権
を
承
認
し
た
。
こ
れ
と
引
換
え
に
ウ

ル
バ
ヌ
ス
の
承
認
と
聖
座
献
金
を
か
ち
得
た
の
で
あ
る
（
五
月
十
三
日
）

）
（（
（

。
ウ
ィ

リ
ア
ム
征
服
王
以
来
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
の
慣
習
が
守
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

原
則
の
柔
軟
な
適
用
は
、
シ
チ
リ
ア
伯
ル
ッ
ジ
ェ
ー
ロ
に
対
す
る
特
権
授
与
に
も

み
ら
れ
る
。
一
〇
九
八
年
七
月
五
日
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
サ
レ
ル
ノ
に
お
い
て
ル
ッ

ジ
ェ
ー
ロ
と
彼
の
相
続
者
に
教
皇
特
使
職
を
承
認
し
た
。
彼
の
意
志
と
助
言
な
し

に
は
今
後
ロ
ー
マ
教
会
は
伯
の
領
内
に
特
使
を
派
遣
し
な
い
。
特
使
が
伯
の
も
と

に
遣
わ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
彼
に
よ
っ
て
何
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も

「
特
使
に
代
る
伯
の
熱
意
に
よ
っ
て
」
《per industriam

 eius legate vice

》

何
が
は
た
さ
れ
る
か
を
見
守
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。）

（（
（

本
特
許
状
は
ウ
ル

バ
ヌ
ス
が
以
前
に
口
頭
で
約
束
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ク
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
言

う
よ
う
に
、
現
状
の
法
的
確
認
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。）

（（
（

　

一
〇
九
六
年
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
と
ヴ
ェ
ル
フ
四
世
の
和
解
が
な
り
、
翌
春
に

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
ド
イ
ツ
帰
国
が
実
現
し
た
。
イ
タ
リ
ア
と
は
最
終
的
に
別
れ
を
つ

げ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
一
〇
九
六
年
以
降
も
は
や
ハ
イ
ン

リ
ヒ
の
王
宮
に
は
滞
在
せ
ず
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
と
そ
の
近
在
に
と
ど
ま
っ
て
独
力
で

勢
力
を
保
持
し
た
。
北
伊
に
は
依
然
と
し
て
根
強
い
支
持
者
が
お
り
、
一
〇
九
七

年
夏
に
は
三
人
の
司
祭
枢
機
卿
が
ド
イ
ツ
に
遣
わ
さ
れ
た
。
一
〇
九
八
年
八
月
に

対
立
教
皇
派
の
八
名
の
枢
機
卿
が
ロ
ー
マ
に
教
会
会
議
を
召
集
し
た
が
、
ウ
ィ
ベ

ル
ト
ゥ
ス
自
身
は
出
席
し
て
い
な
い
。
ま
た
当
会
議
が
ど
の
程
度
影
響
力
を
も
っ

た
の
か
も
さ
だ
か
で
な
い
。
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
自
身
は
す
で
に
劣
勢
を
意
識
し
て

い
た
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
が
即
位
す
る
と
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
ロ
ー
マ
近
傍
に

や
っ
て
き
て
入
都
の
機
会
を
う
か
が
い
、
ロ
ー
マ
周
辺
の
都
市
（
ア
ル
バ
ー
ノ
、

テ
ィ
ー
ヴ
ォ
リ
、
ス
ト
リ
、
チ
ヴ
ィ
タ=

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ナ
）
を
転
々
と
移
動
し

て
い
る
。）

（（
（

ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
、
一
一
〇
〇
年
九
月
八
日
に
ロ
ー
マ
北
方
四
十
キ

ロ
の
チ
ヴ
ィ
タ=

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ナ
で
死
去
し
た
。
貴
族
出
身
の
教
養
人
で
あ
り
、

志
操
堅
固
な
改
革
者
で
も
あ
っ
た
。
チ
ヴ
ィ
タ=

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ナ
の
彼
の
墓
所

に
は
多
く
の
奇
跡
が
発
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
支
持

し
た
イ
タ
リ
ア
司
教
の
あ
い
だ
で
、
彼
の
列
聖
手
続
き
を
す
す
め
る
動
き
が
み
ら

れ
た
。
そ
の
中
心
人
物
は
チ
ヴ
ィ
タ=

カ
ス
テ
ッ
ラ
ー
ナ
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
と
パ
ー

ド
ヴ
ァ
司
教
ペ
ト
ル
ス
で
あ
り
、
両
人
は
皇
帝
に
も
働
き
か
け
て
い
る
。
ウ
ィ
ベ

ル
ト
ゥ
ス
の
周
年
記
念
日
を
祝
う
動
き
も
各
地
で
始
ま
っ
た
。）

（（
（

不
安
を
お
ぼ
え

た
パ
ス
カ
リ
ス
は
、
当
時
の
一
年
代
記
に
よ
れ
ば
「
神
へ
の
熱
意
に
も
え
て
」

《zelo D
ei inflam

m
atus

》
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
墓
を
あ
ば
き
、
そ
の
遺
骸
を

テ
ー
ヴ
ェ
レ
川
に
投
棄
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。）

（（
（

教
皇
は
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
公

布
し
た
す
べ
て
の
教
令
の
無
効
を
宣
告
し
、
彼
の
生
前
の
痕
跡
の
抹
消
を
は
か
っ

た
の
で
あ
る
。



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
二
巻
第
二
号

一
〇

二
　
法
意
識
の
変
化
と
司
牧
充
実
へ
の
取
組
み

　

離
教
者
の
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ウ
ェ
ジ
ロ
に
よ
っ
て
助
祭
に
叙
せ
ら
れ
、
の
ち
に

カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
正
し
た
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
は
一
〇
八

八
年
に
ピ
サ
司
教
に
叙
階
し
た
。
こ
の
一
件
は
イ
タ
リ
ア
の
聖
職
者
の
あ
い
だ
に

波
紋
を
投
じ
た
。
ピ
ス
ト
イ
ア
司
教
と
ヴ
ァ
ロ
ン
ブ
ロ
ー
サ
修
道
院
長
は
驚
き
を

表
し
、
連
名
で
教
皇
の
真
意
を
た
だ
す
書
簡
を
お
く
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
教
皇

は
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。
教
会
の
上
長
は
、
カ
ノ
ン
法
の
主
旨
に
の
っ
と
り
厳

し
く
裁
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
時
代
の
要
請
と
人
物
の
資
質
を
勘
案
し
て
忍
耐
を

も
っ
て
許
容
し
節
度
を
も
っ
て
見
逃
さ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
だ
、）

（（
（

と
。

つ
ま
り
法
の
弾
力
的
運
用
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
・
パ
ス
カ
リ
ス
期
に

は
、
北
フ
ラ
ン
ス
や
南
ド
イ
ツ
に
す
ぐ
れ
た
教
会
法
学
者
が
輩
出
し
た
。
明
確
な

視
点
と
傾
向
性
を
も
っ
て
い
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
期
の
教
会
法
学
者
と
異
な
り
、

九
十
年
代
す
ぎ
の
教
会
法
学
者
は
矛
盾
し
対
立
す
る
教
皇
令
や
教
会
会
議
の
条
文

を
調
和
と
統
一
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
、
総
合
し
よ
う
と
つ
と
め
た
。
弁
証
法

的
法
学
と
呼
べ
る
よ
う
な
新
し
い
法
解
釈
の
方
法
の
誕
生
で
あ
る
。
リ
エ
ー
ジ
ュ

の
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
が
十
二
世
紀
初
頭
に
執
筆
し
た
『
慈
悲
と
正
義
に
つ
い
て
』

（D
e m

isericordia et iustitia

）
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。）

（（
（

彼
は
著
書
の
序
文

で
「
カ
ノ
ン
法
の
多
様
性
が
矛
盾
の
不
調
和
を
生
ま
な
い
よ
う
に
」）

（（
（

と
願
っ
て
本

書
を
著
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
カ
ノ
ン
法
の
底
流
に
つ
ね
に
あ
る
慈
悲
と
正
義

は
決
し
て
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
愛
と
救
い
の
意
図
に
発
し
て
お

り
、
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
慈
悲
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
正

義
が
厳
正
に
適
用
さ
れ
る
の
か
は
、
罪
状
の
性
質
、
人
物
、
動
機
、
意
図
な
ど
の

具
体
的
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
父

の
著
作
、
教
会
会
議
の
決
議
、
教
皇
令
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
矛
盾
は
、
こ
れ
を

統
一
的
に
説
明
す
る
み
ち
が
開
か
れ
る
。
す
で
に
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
の
著
書
が
公
表

さ
れ
る
前
に
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
司
祭
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ

ヴ
ォ
が
新
し
い
カ
ノ
ン
法
学
の
方
法
論
を
提
唱
し
て
い
た
。
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は

一
〇
九
〇
年
代
前
半
の
論
考
『
被
破
門
者
の
忌
避
、
棄
教
者
と
の
和
解
お
よ
び
教

会
法
の
始
原
に
つ
い
て
』）

（（
（

の
中
で
史
料
批
判
に
言
及
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
テ
キ
ス

ト
の
異
本
を
比
較
選
定
す
る
際
に
は
使
徒
座
の
判
断
基
準
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
が）

（（
（

、
同
時
に
用
語
の
多
義
性
に
も
注
意
し
て
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
具
体
例
と
し
て
按
手
（m

anus im
positio

）
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
按
手
は
異
端
者
、
離
教
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
帰
正
し
た
和
解
の
儀

式
で
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
叙
階
や
再
叙
階
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）

（（
（

ま
た
条
文
の
具
体
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
法
文
全
体
の
文
脈
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
「
時
、
場
所
、
あ
る
い
は
人
物
」

を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
間
の
矛
盾
と
見
え
た
も
の
が
無
理
な
く
解

釈
で
き
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は
カ
ノ
ン
法
の
テ
キ
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ス
ト
の
あ
い
だ
に
法
制
定
者
の
権
威
に
由
来
す
る
効
力
の
格
差
を
認
め
て
い
る
。

教
皇
令
は
公
会
議
や
管
区
教
会
会
議
で
採
択
さ
れ
た
教
令
に
優
先
す
る
し
、
後
二

者
の
教
令
も
教
皇
の
承
認
な
し
に
は
効
力
を
も
た
な
い
。
す
べ
て
の
カ
ノ
ン
法
は

教
皇
に
淵
源
し
、
教
皇
は
「
カ
ノ
ン
法
の
創
造
者
」
《auctor canonum

》
な

の
で
あ
る
。
「
ロ
ー
マ
教
皇
が
つ
ね
に
時
に
応
じ
て
カ
ノ
ン
法
の
適
用
を
免
除
す

る
特
別
の
権
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
は
な
ら
な
い
。
教
皇
は
カ
ノ
ン
法

の
創
造
者
で
あ
っ
て
、
教
皇
座
が
繋
ぎ
解
く
こ
と
は
繋
ぎ
解
か
れ
る
と
い
う
特
権

を
そ
れ
は
つ
ね
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」）

（（
（

。

　

ほ
ぼ
同
時
期
に
活
躍
し
た
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
ォ
（
在
位
一
〇
九
〇
ー
一
一

一
五
年
）
は
カ
ー
プ
ア
で
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
に
よ
っ
て
司
教
に
叙
階
さ
れ
た
グ
レ

ゴ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
が
、）

（（
（

ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
の
主
張
は
か
な

り
控
え
目
で
あ
る
。
彼
の
著
作
と
み
な
さ
れ
て
き
た
三
冊
の
カ
ノ
ン
法
集
成

（T
ripartita,D

ecretum
,Panorm

ia

）
が
す
べ
て
イ
ヴ
ォ
の
真
作
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
疑
問
も
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
有
名
な
『
序
文
』
（Prologus

）
は
紛
れ

も
な
く
彼
の
創
作
で
あ
る
。）

（（
（

本
『
序
文
』
と
多
数
の
書
簡
が
彼
の
思
想
を
知
る

た
め
に
欠
か
せ
な
い
史
料
で
あ
り
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
も
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。

『
序
文
』
の
中
で
イ
ヴ
ォ
は
特
免dispensatio

に
つ
い
て
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
以
上

に
詳
細
に
論
じ
た
。
命
令
と
禁
令
に
は
不
変
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
が
あ
る
。

不
変
的
な
も
の
は
永
久
法
《lex eterna

》
に
属
し
、
十
戒
の
よ
う
に
基
本
的
な

道
徳
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
可
変
的
な
も
の
は
伝
統
に
支
え
ら
れ
、
救
い
の

一
助
と
し
て
有
用
性
の
ゆ
え
に
通
用
し
て
い
る
。
永
久
法
に
は
特
免
は
認
め
ら
れ

な
い
が
、
可
変
的
な
命
令
や
禁
令
に
関
し
て
は
特
免
が
適
用
さ
れ
る
。
教
皇
は

「
当
座
の
必
要
の
た
め
、
あ
る
い
は
時
代
を
考
慮
し
て
」
《pro necessitate 

tem
porum

 aut pro consideratione etatum

》
多
数
者
の
利
益
と
不
和
の
回

避
の
た
め
に
特
免
を
付
与
で
き
る
。）

（（
（

す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
厳
正
な
法

の
適
用
が
信
徒
の
あ
い
だ
に
不
安
や
不
和
を
ひ
き
お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に

は
法
の
適
用
を
手
控
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
ニ
カ
イ
ア
公
会
議
は
ノ

ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
派
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
正
し
た
聖
職
者
を
按
手
の
の
ち
に
そ

の
品
級
に
受
け
入
れ
た
し
、
レ
オ
一
世
は
新
信
者neophytus

の
司
教
就
任
を
承

認
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
順
し
た
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の

聖
職
者
を
誓
約
の
の
ち
に
も
と
の
品
級
に
戻
し
て
い
る
。
さ
ら
に
特
免
の
例
と
し

て
イ
ヴ
ォ
は
、
司
祭
の
息
子
の
聖
職
就
任
、
司
教
の
転
任
、
廃
位
さ
れ
た
司
教
の

復
位
に
つ
い
て
歴
史
上
の
具
体
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。）

（（
（

聖
職
者
の
息
子
の

中
に
は
教
皇
に
ま
で
登
り
つ
め
た
者
が
お
り
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
は
列
聖
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

イ
ヴ
ォ
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
を

廃
位
さ
れ
た
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
を
再
び
も
と
の
地
位
に
戻
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
八
世
（
八

八
二
年
没
）
の
弁
明
書
を
長
々
と
引
用
し
て
い
る
。）

（（
（

繋
釈
権
を
有
す
る
ペ
ト
ロ

の
後
継
者
と
し
て
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
を
も
と
の
地
位
に
戻
す
が
、
彼
の
死
後
に
は
俗

人
の
貴
顕
の
中
か
ら
で
は
な
く
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
聖
職
者
の
中
か



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
二
巻
第
二
号

一
二

ら
総
主
教
が
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
我
々
は
教
会
の
平
和
の
た
め
に
フ
ォ

テ
ィ
オ
ス
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
て
「
何
ぴ
と
も
こ
れ
を
カ
ノ
ン
法
の
慣
行
と

み
な
す
べ
き
で
は
な
い
」
「
少
数
者
の
特
権
は
普
通
法
を
生
ま
な
い
か
ら
で
あ

る
」）

（（
（

。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
健
全
な
判
断
に
よ
っ
て
認
容
さ
れ
た
他
の

特
免
も
必
要
が
失
せ
る
な
ら
ば
消
滅
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
有
益
が
促
し
、
必
要

が
命
じ
た
こ
と
は
法
と
み
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い
」）

（（
（

と
。
状
況
を
勘
案
し
て
現
行

法
の
適
用
を
免
除
す
る
の
が
特
免
で
あ
り
、
イ
ヴ
ォ
は
こ
れ
を
赦
免rem

issio

、

緩
和m

oderatio

な
ど
の
用
語
と
し
ば
し
ば
互
換
的
に
用
い
て
い
る
。）

（（
（

特
免
を

あ
た
え
る
権
限
を
イ
ヴ
ォ
が
教
皇
だ
け
で
は
な
く
司
教
に
も
認
め
て
い
た
の
は
注

目
さ
れ
る
。
一
例
を
示
そ
う
。
モ
ー
司
教
ゴ
ー
テ
ィ
エ
が
、
情
婦
と
し
て
抱
え
て

い
た
女
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
イ
ヴ
ォ
は
次

の
よ
う
に
回
答
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
教
父
の
あ
い
だ
で
も
意
見
が
分
か

れ
て
い
る
が
、
察
す
る
と
こ
ろ
情
婦
を
妻
に
す
る
の
を
禁
じ
た
教
父
は
、
結
婚
の

名
誉
を
守
る
た
め
、
ま
た
情
婦
に
な
る
と
い
う
恥
ず
べ
き
行
為
を
絶
つ
た
め
に
正

義
の
厳
格
な
適
用
を
求
め
た
と
い
え
よ
う
。
他
の
教
父
が
異
な
る
意
見
を
述
べ
た

と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
人
間
の
弱
さ
を
直
視
し
、
教
会
法
の
厳

格
さ
を
和
ら
げ
る
み
ち
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
意
見
の
あ
い
だ
に

は
正
義judicium

と
慈
悲m

isericordia

の
差
以
外
の
も
の
は
な
い
。
事
件
が
生

起
し
て
正
義
と
慈
悲
の
あ
い
だ
に
葛
藤
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
つ
ど
監
督

rector

（
＝
司
教
）
が
審
査
し
て
決
定
を
く
だ
せ
ば
よ
い
。
教
会
法
を
厳
格
に
適

用
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
寛
大
さ
を
も
っ
て
あ
つ
か
う
の
か
は
、
人
物
の
性
格
、

時
、
場
所
を
斟
酌
し
た
上
で
魂
の
救
済
に
責
任
を
負
う
者
が
判
断
す
れ
ば
よ
い
こ

と
な
の
で
あ
る
、）

（（
（

と
。

　

イ
ヴ
ォ
の
カ
ノ
ン
法
集
成
に
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用

は
稀
で
あ
る
。
そ
の
代
り
に
十
一
世
紀
初
頭
の
ウ
ォ
ル
ム
ス
司
教
ブ
ル
カ
ル
ド
ゥ

ス
の
教
令
集
、
ロ
ー
マ
法
、
フ
ラ
ン
ク
王
の
勅
令
な
ど
か
ら
多
数
の
法
文
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。）

（（
（

す
で
に
ギ
ル
ク
リ
ス
ト
の
詳
細
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

十
一
世
紀
第
四
四
半
期
か
ら
十
二
世
紀
前
半
に
い
た
る
カ
ノ
ン
法
集
成
、
教
皇
書

簡
、
論
争
文
書
に
お
い
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
関
連
文
書
か
ら
の
引
用
例
は

き
わ
め
て
少
な
い
。）

（（
（

教
皇
訓
令
書
二
十
七
か
条
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
教

会
法
学
者
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。）

（（
（

十
二
世
紀
の
教
会
法
学
者
に
と
っ
て
偉

大
な
改
革
教
皇
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
よ
り
も
む
し
ろ
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
で
あ
っ

た
。）

（（
（

イ
ヴ
ォ
の
カ
ノ
ン
法
集
成
や
書
簡
が
示
す
の
は
普
通
法
の
重
視
で
あ
る
。
多

数
の
司
祭
修
道
士
を
か
か
え
て
聖
別
権
ま
で
行
使
し
て
い
た
免
属
修
道
院
や
広
汎

な
権
限
を
委
任
さ
れ
た
教
皇
特
使
制
に
は
イ
ヴ
ォ
は
警
戒
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
リ

ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
の
教
皇
特
使
就
任
を
歓
迎
し
、
リ
ヨ
ン
の
首
座
大
司
教
権
を

承
認
は
し
た
が
、
教
皇
特
使
が
教
区
の
問
題
に
い
ち
い
ち
干
渉
し
、
彼
に
権
力
が

集
中
す
る
こ
と
に
は
不
安
を
い
だ
い
て
い
た
。
イ
ヴ
ォ
は
ユ
ー
グ
に
宛
て
た
書
状

の
中
で
レ
オ
一
世
の
サ
ロ
ニ
カ
司
教
宛
書
簡
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
教
皇
特

使
職
は
個
人
的
特
権
《personale privilegium

》
で
あ
っ
て
普
通
法
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《generale decretum

》
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。）

（（
（

さ
ら
に
レ
オ
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
「
教
皇
特
使
職
は
使
徒
座
の
責
任
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
っ
て
権
力

の
十
全
性
に
あ
ず
か
る
の
で
は
な
い
」）

（（
（

。
リ
ヨ
ン
大
司
教
の
首
座
権
は
ユ
ー
グ
個

人
に
あ
た
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
っ
て
、
リ
ヨ
ン
大
司
教
座
に
固
有
の
権
利
で
は
な

い
と
い
う
の
が
イ
ヴ
ォ
の
見
解
で
あ
っ
た
。
彼
は
首
座
権
を
伝
統
的
な
カ
ノ
ン
法

の
枠
内
に
取
り
こ
も
う
と
努
め
て
い
る
。
教
皇
特
使
は
使
徒
座
の
責
任
の
一
部
を

分
担
す
る
が
、
使
徒
座
の
権
力
の
十
全
性
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
た
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
四
世
の
偽
作
特
許
状
を
彼
は
そ
の
カ
ノ
ン
法
集
成
に
収
録
し
た
。
さ

ら
に
首
座
大
司
教
や
総
大
司
教
が
他
の
司
教
に
対
し
て
特
権
を
も
つ
こ
と
を
禁
じ

た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
一
世
の
ブ
ル
ジ
ュ
大
司
教
宛
書
簡
を
収
録
し
て
い
る
。）

（（
（

教
皇
特

使
に
対
し
て
服
従
誓
約
を
拒
否
し
た
た
め
に
聖
職
停
止
処
分
を
う
け
た
サ
ン
ス
大

司
教
リ
ケ
リ
ウ
ス
の
在
任
中
に
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
の
座
に
新
司
教
が
選
出
さ
れ
た
。
リ

ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
は
被
選
司
教
の
聖
別
式
を
リ
ヨ
ン
管
区
に
あ
る
オ
ー
タ
ン
で

行
う
と
知
ら
せ
て
き
た
。
イ
ヴ
ォ
は
こ
れ
を
サ
ン
ス
の
属
司
教
の
伝
統
的
権
利
を

侵
し
、
普
通
法
と
慣
習
に
違
反
す
る
も
の
だ
と
し
て
ユ
ー
グ
の
主
張
に
反
論
し
た）

（（
（

。

書
簡
は
「
あ
な
た
の
節
度
が
教
父
の
立
て
た
境
界
標
を
こ
え
て
何
か
を
奪
い
取
る

こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
」
で
お
わ
っ
て
い
る
。
「
あ
な
た
の
先
祖
が
立
て

た
昔
の
境
界
標
を
侵
す
な
か
れ
」
（
箴
言
二
二
・
二
八
）
は
イ
ヴ
ォ
が
最
も
愛
好

し
た
聖
句
の
一
つ
で
あ
っ
た
。）

（（
（

　

イ
ヴ
ォ
は
ま
た
小
教
区
司
牧
の
充
実
に
多
大
な
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。
サ
ン=

カ
ン
タ
ン
（
ボ
ー
ヴ
ェ
）
の
参
事
会
長
と
し
て
司
牧
に
た
ず
さ
わ
っ
た
経
験
が
背

後
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
書
簡
を
つ
う
じ
て
律
修
参
事
会
員
の
司
牧
活
動

の
必
要
性
を
説
き
、
各
方
面
か
ら
の
様
々
な
質
問
に
答
え
て
い
る
。
イ
ヴ
ォ
の
書

簡
に
つ
い
て
は
す
で
に
分
析
を
す
ま
せ
て
い
る
の
で）

（（
（

こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、

彼
の
小
教
区
司
牧
に
つ
い
て
の
構
想
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
本
来

孤ソ
ー
ル
ス

住
者
で
あ
る
修
道
士
に
は
謙
遜
と
服
従
の
徳
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
の
修
道
生
活
に
立
ち
戻
ら
せ
る
。
司
祭
修
道
士

制
な
ら
び
に
免
属
特
権
の
獲
得
は
本
来
の
修
道
制
理
念
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
司

牧
を
担
う
の
は
聖
職
者
で
あ
り
、
司
教
の
監
督
下
に
生
活
と
学
識
《vita et 

doctrina

》
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
律
修
参
事
会
員
に
こ
の
任
務
を
受
け
持
た
せ
て

小
教
区
司
牧
の
充
実
を
は
か
る
の
が
望
ま
し
い
。
原
始
教
会
で
は
共
住
生
活
者
だ

け
に
司
牧
が
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
浄
行
持
律
の
聖
職
者
こ
そ
が
司
牧
司
祭
に

ふ
さ
わ
し
い
。
小
教
区
民
に
た
い
す
る
司
教
の
監
督
権
の
確
立
な
く
し
て
は
ロ
ー

マ
首
位
権
の
実
現
は
む
ず
か
し
い
。
こ
れ
が
イ
ヴ
ォ
の
主
張
の
骨
子
で
あ
っ
た
。

　

地
方
的
世
論
の
形
成
と
教
会
行
政
の
必
要
に
促
さ
れ
て
、
教
皇
権
が
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
の
確
立
と
小
教
区
教
会
の
改
革
に
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
み
は
じ
め
る
の
は

ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。）

（（
（

教
会
会
議
の
教
令
に
み
ら
れ
る
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
重
視
の
動
き
、
免
属
修
道
院
の
特
許
状
に
挿
入
さ
れ
た
司
教
権
留
保
規

定
な
ど
は
い
ず
れ
も
教
皇
政
策
の
転
換
を
つ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
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四

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
教
皇
と
し
て
の
彼
は
遥
か
に
先
を
読

ん
で
い
た
。
参
事
会
改
革
の
本
格
的
な
展
開
も
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
期
に
始
ま
る
。

「
律
修
参
事
会
員
」
《canonici regulares

》
と
い
う
用
語
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の

と
き
か
ら
用
い
ら
れ
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
も
聖
職
者
の
モ
ラ
ル
の
改
善
に
は

関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
彼
の
念
頭
に
は
つ
ね
に
修
道
生
活
が
模
範
と
し
て
あ
り
、

律
修
聖
職
者
独
自
の
使
命
に
つ
い
て
は
明
確
な
認
識
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。）

（（
（

こ
れ
が
イ
ヴ
ォ
や
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。

ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
教
皇
就
任
直
後
の
一
〇
八
九
年
に
、
ソ
ワ
ソ
ン
の
サ
ン=

ジ
ャ
ン

=

デ=

ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
参
事
会
員
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
修
道
参
事
会
員
）
に
交
付

し
た
特
許
状
の
中
で
、
司
教
の
同
意
を
得
て
小
教
区
教
会
に
律
修
参
事
会
員
を
派

遣
し
、
在
俗
司
祭
に
代
っ
て
司
牧
を
担
当
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
数
年
後
に
ソ

ワ
ソ
ン
司
教
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
以
前
の
特
許
状
の
内
容
を
確
認
す
る
と
と
も

に
小
教
区
司
牧
の
充
実
の
た
め
に
律
修
参
事
会
員
の
派
遣
を
要
請
し
て
い
る
。）

（（
（

ウ

ル
バ
ヌ
ス
が
一
〇
九
二
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
の
ロ
ッ
テ
ン
ブ
ー
ホR

ottenbuch

聖

堂
参
事
会
に
宛
て
た
特
許
状
は
「
律
修
参
事
会
員
の
マ
グ
ナ=

カ
ル
タ
」
（
Ｐ
・

ク
ラ
ッ
セ
ン
）
と
い
わ
れ
、
の
ち
に
類
似
の
内
容
を
も
つ
特
許
状
が
数
通
各
地
の

参
事
会
に
発
給
さ
れ
た
。）

（（
（

本
特
許
状
に
お
い
て
彼
は
聖
職
者
の
改
革
の
歴
史
を

ス
ケ
ッ
チ
し
た
あ
と
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
繁
栄
し
て
い
る
修
道
生
活
と
並
ん
で

今
後
は
律
修
聖
職
者
の
生
活
を
積
極
的
に
支
援
し
て
ゆ
く
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
特
許
状
は
、
い
か
な
る
律
修
参
事
会
員
も
「
あ
る
種
の
気
楽
さ
に
か
ま
け
た
り
、

よ
り
厳
格
な
宗
教
生
活
に
か
こ
つ
け
て
」
参
事
会
の
許
可
な
し
に
居
住
域
か
ら
立

ち
去
ろ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
た
。）

（（
（

つ
ま
り
律
修
参
事
会
員
が
お
の
れ

の
使
命
を
忘
れ
て
安
易
に
在
俗
参
事
会
員
や
修
道
士
に
鞍
替
え
す
る
の
を
禁
じ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
有
名
な
文
言
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
以
後
の
改
革
教
皇
が
特
許
状
で
繰

り
返
し
用
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ヴ
ォ
や
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
そ
の
教
令
集
に

収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
小
教
区
司
祭
の
モ
ラ
ル
の
向
上
と
司
牧

の
必
要
か
ら
律
修
参
事
会
員
の
活
動
に
多
大
な
期
待
を
よ
せ
て
い
た
が
、
の
ち
に

彼
は
身
分
間
の
移
動
を
禁
じ
た
規
定
を
幾
分
緩
和
し
た
。
在
俗
参
事
会
員
か
ら
修

道
士
に
転
じ
た
経
験
を
も
つ
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
、
微
温
的
な
律
修
参
事
会
員
の
生
活

に
飽
き
足
ら
ず
に
、
み
ず
か
ら
の
救
済
の
た
め
に
よ
り
厳
格
な
修
道
生
活
に
憧
れ

る
参
事
会
員
が
い
る
現
状
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
教
令
（'D

uae 

sunt'

）
の
中
で
「
聖
霊
の
息
吹
に
ふ
れ
て
」
修
道
生
活
へ
の
鞍
替
え
を
望
ん
だ

参
事
会
員
に
特
免
を
あ
た
え
た
。）

（（
（

さ
ら
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
宛
て
た
特
許
状
（
一
〇

九
七
年
一
月
九
日
付
け
）
の
中
で
、
上
長
の
許
可
な
く
退
去
し
た
律
修
参
事
会
員

を
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
収
容
す
る
特
権
を
修
道
院
長
ユ
ー
グ
に
認
め
て
い
る
。）

（（
（

ウ
ル
バ

ヌ
ス
自
身
も
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
の
敬
虔
を
律
修
参
事
会
員
の
そ
れ
よ
り
も
上

位
に
お
い
て
い
た
。
教
皇
は
有
能
な
行
政
人
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
信
仰
の
機
微
に

通
じ
た
教
会
人
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。　

聖
職
者
の
共
同
生
活
を
推
進
し
て

律
修
参
事
会
員
に
小
教
区
の
司
牧
を
担
当
さ
せ
る
と
い
う
当
局
の
方
針
に
は
も
う

一
つ
重
要
な
意
図
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
小
教
区
司
祭
の
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
に



教
皇
改
革
（
二
） 

― 

関
口

一
五

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
二
世
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
、
そ
し
て
パ

ス
カ
リ
ス
二
世
の
選
出
は
基
本
的
に
こ
の
規
定
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
。
司
教

枢
機
卿
の
優
先
権
に
対
し
て
は
司
祭
枢
機
卿
と
助
祭
枢
機
卿
の
一
部
か
ら
不
満
の

声
が
で
て
い
た
。
た
と
え
ば
司
祭
枢
機
卿
デ
ウ
ス
デ
ー
デ
ィ
ッ
ト
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
教
皇
は
司
祭
お
よ
び
助
祭
枢
機
卿
の
中
か
ら
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主

張
し
て
い
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
そ
の
在
位
末
期
に
は
枢
機
卿
の
協
力
を
あ

て
に
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
が
発
給
し
た
教
皇
文
書
に
は
枢
機
卿
の
副
署
は
ほ

と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
一
〇
八
〇
年
三
月
の
ロ
ー
マ
四
旬
節
会
議
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ

四
世
を
再
度
破
門
・
廃
位
し
た
と
き
に
も
、
教
皇
は
枢
機
卿
の
助
言
と
同
意
を
と

り
つ
け
ず
に
単
独
で
決
定
を
く
だ
し
て
い
る
。
一
〇
八
四
年
三
月
に
十
三
名
の
枢

機
卿
が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
見
限
っ
て
対
立
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
（
ウ
ィ
ベ
ル

ト
ゥ
ス
）
の
支
持
に
踏
み
切
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
九
名
が
司
祭
枢
機
卿
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
人
ベ
ー
ノ
は
離
反
の
理
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
教
皇
の
統
治
行
為
の

証
言
者
、
真
実
の
記
録
者
と
し
て
教
皇
は
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
三
名
の
司
祭
枢
機

卿
と
二
名
の
助
祭
枢
機
卿
を
身
辺
に
お
く
よ
う
に
聖
な
る
教
令
が
命
じ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
れ
を
無
視
し
て
枢
機
卿
を
協
議
か
ら
遠
ざ

け
た
、）

（（
（

と
。
教
皇
の
統
治
行
為
に
助
言
者
と
し
て
枢
機
卿
を
参
加
さ
せ
、
す
べ
て

の
枢
機
卿
に
対
等
の
権
利
能
力
を
付
与
す
る
と
い
う
考
え
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
か

ら
離
反
し
た
枢
機
卿
だ
け
で
は
な
く
グ
レ
ゴ
リ
ア
ン
の
教
会
法
学
者
も
ま
た
抱
い

て
い
た
。
一
〇
五
九
年
の
教
皇
選
挙
規
定
の
中
の
「
司
教
枢
機
卿
」

よ
っ
て
、
俗
世
に
馴
染
み
す
ぎ
て
平
信
徒
と
ほ
と
ん
ど
見
分
け
が
つ
か
な
い
生
活

を
お
く
っ
て
い
た
司
祭
に
聖
職
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
せ
、
生
活
と
モ
ラ
ル
の

両
面
で
彼
ら
を
小
教
区
民
か
ら
引
き
離
す
こ
と
で
あ
っ
た
。）

（（
（

私
有
教
会
領
主
権

も
か
ら
ん
で
こ
れ
は
解
決
の
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
改
革
教
皇
権
が
小
教

区
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
関
心
を
よ
せ
る
に
い
た
っ
た
の
は
画
期
的
な
進
歩
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
司
教
権
が
再
生
し
、
小
教
区
へ
の
監
視
が
強
化
さ
れ
て
司
牧
の

改
善
が
な
る
と
、
律
修
参
事
会
員
の
存
在
意
義
は
う
す
れ
て
ゆ
く
。
司
牧
内
容
と

活
動
の
ル
ー
テ
ィ
ン
化
が
す
す
む
に
つ
れ
て
司
牧
は
再
び
在
俗
司
祭
の
手
に
委
ね

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。）

（（
（

三
　
枢
機
卿
団
の
成
立
と
制
度
化
の
進
展

　

枢
機
卿
の
性
格
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
レ
オ
九
世
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。

教
皇
政
治
の
協
力
者
と
し
て
、
そ
の
役
割
は
こ
れ
ま
で
の
典
礼
・
司
牧
・
慈
善
活

動
か
ら
教
会
統
治
へ
と
変
化
し
た
。）

（（
（

三
階
級
の
枢
機
卿
（
司
教
・
司
祭
・
助
祭

枢
機
卿
）
の
中
で
最
も
重
要
な
任
務
を
ひ
き
う
け
た
の
は
司
教
枢
機
卿
で
あ
り
、

す
ぐ
れ
た
人
材
が
こ
こ
に
集
中
し
た
。
フ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
（
シ
ル
ヴ
ァ=
カ
ン

デ
ィ
ダ
）
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
（
ア
ル
バ
ー
ノ
）
、
そ
し
て
ペ
ト
ル
ス=
ダ
ミ

ア
ー
ニ
（
オ
ス
テ
ィ
ア
）
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
二
世
が
制
定
し
た
教
皇
選
挙
規

定
は
司
教
枢
機
卿
の
特
権
的
地
位
を
確
認
し
た
。
こ
の
教
令
が
つ
ね
に
遵
守
さ
れ
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《cardinales episcopi

》
を
「
枢
機
卿
」
《cardinales

》
に
修
正
し
た
テ
キ
ス

ト
を
デ
ウ
ス
デ
ー
デ
ィ
ッ
ト
や
ル
ッ
カ
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
そ
の
カ
ノ
ン
法
集

成
に
収
録
し
て
い
る
。）

（（
（

こ
の
よ
う
な
修
正
は
八
十
年
代
後
半
す
ぎ
に
ウ
ィ
ベ
ル

ト
ゥ
ス
派
の
聖
職
者
サ
ー
ク
ル
か
ら
生
ま
れ
た
改
竄
テ
キ
ス
ト
（
帝
国
版
テ
キ
ス

ト
）
に
も
認
め
ら
れ
、
枢
機
卿
三
階
級
の
平
準
化
を
う
な
が
す
契
機
に
な
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。

　

教
皇
の
統
治
活
動
に
枢
機
卿
を
積
極
的
に
登
用
し
た
の
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
よ

り
も
む
し
ろ
対
立
教
皇
の
ウ
ィ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
の
統
治
の
姿
勢
に
触

発
さ
れ
て
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
と
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
教
皇
文
書
に
は
枢
機
卿
の
副

署
が
増
加
し
、
や
が
て
こ
れ
が
常
態
化
し
て
ゆ
く
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
・
パ
ス
カ
リ
ス

期
に
お
け
る
枢
機
卿
各
階
級
の
支
持
動
向
を
み
て
み
よ
う
。
司
教
枢
機
卿
七
座
の

う
ち
一
貫
し
て
ウ
ル
バ
ヌ
ス
派
が
占
め
た
の
は
二
座
（
セ
ニ
、
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
）

の
み
で
あ
り
、
他
の
五
座
（
ア
ル
バ
ー
ノ
、
オ
ス
テ
ィ
ア
、
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
、

ポ
ル
ト
、
サ
ビ
ー
ナ
）
で
は
ク
レ
メ
ン
ス
派
の
司
教
と
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。
シ

ル
ヴ
ァ=

カ
ン
デ
ィ
ダ
の
座
は
不
健
康
な
土
地
柄
（
マ
ラ
リ
ア
の
多
発
地
帯
）
と

人
口
過
疎
の
た
め
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
当
座
を
廃
し
、
代
っ
て
セ
ニ
司
教
を

枢
機
卿
に
昇
格
さ
せ
た
。
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
は
シ
ル
ヴ
ァ=

カ
ン
デ
ィ
ダ
に
も
自

派
の
枢
機
卿
を
任
命
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
司
教
枢
機
卿

全
員
が
正
統
教
皇
に
帰
順
す
る
の
は
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
を
継
い
で
対
立
教
皇
に

な
っ
た
テ
オ
デ
リ
ク
ス
（
ア
ル
バ
ー
ノ
の
司
教
枢
機
卿
）
と
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス

（
シ
ル
ヴ
ァ=

カ
ン
デ
ィ
ダ
の
司
教
枢
機
卿
）
が
あ
い
つ
い
で
捕
ら
え
ら
れ
失
脚

し
た
一
一
〇
二
年
以
降
で
あ
る
。
二
十
八
名
義
聖
堂
の
う
ち
八
聖
堂
の
帰
属
状
況

は
不
明
だ
が
、
残
り
の
二
十
聖
堂
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
と
ク
レ
メ
ン
ス
が
支
持
者
を
分

け
あ
っ
て
い
る
。
十
八
の
助
祭
聖
堂
の
う
ち
十
聖
堂
に
つ
い
て
は
帰
属
状
況
は
明

ら
か
で
な
い
。
そ
れ
以
外
の
聖
堂
に
に
つ
い
て
は
支
持
者
が
ほ
ぼ
等
分
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
司
祭
枢
機
卿
と
助
祭
枢
機
卿
の
両
階
級
で
は
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
派
と
ク

レ
メ
ン
ス
派
の
支
持
勢
力
が
伯
仲
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い）

（（
（

。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
が
支

持
者
を
ふ
や
す
た
め
に
両
階
級
か
ら
積
極
的
に
助
言
者
を
登
用
し
た
理
由
が
こ
こ

に
あ
る
。
一
〇
五
九
年
の
教
皇
選
挙
規
定
の
署
名
者
名
簿
に
よ
れ
ば
、
助
祭
枢
機

卿
の
み
が
ま
だ
み
ず
か
ら
の
所
属
聖
堂
を
所
有
し
て
い
な
い
。）

（（
（

し
か
し
パ
ス
カ
リ

ス
二
世
期
に
な
る
と
助
祭
枢
機
卿
も
司
祭
枢
機
卿
同
様
に
、
署
名
の
さ
い
に
は
み

ず
か
ら
の
保
有
聖
堂
《diaconia

》
を
書
き
添
え
る
の
が
慣
例
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
サ
ン
タ=

マ
リ
ア=

ヌ
オ
ー
ヴ
ァ
の
助
祭
枢
機
卿
パ
ガ
ヌ
ス
は
、
パ
ス
カ
リ

ス
二
世
の
側
近
と
し
て
一
一
〇
〇
年
八
月
三
十
日
付
け
の
教
皇
文
書
に
次
の
よ
う

に
署
名
し
た
。`[E

go Paganus] diaconus cardinalis sancte R
om

ane 

ecclesie de diaconia sancte M
arie nove subscripsi'

）
（（
（.

こ
れ
が
一
般
的
な
書

式
に
な
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
派
の
聖
職
者
が
一
一
〇
〇
年
頃
に
作
成
し
た
枢
機

卿
の
一
覧
表
に
は
二
十
八
名
の
司
祭
枢
機
卿
と
十
八
名
の
助
祭
枢
機
卿
の
所
属
聖

堂
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。）

（（
（

こ
う
し
て
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
末
期
か
ら
パ
ス
カ
リ
ス
二

世
初
期
に
か
け
て
、
枢
機
卿
三
階
級
は
教
皇
統
治
の
最
高
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
枢
機



教
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） 

― 
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口
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ardinalkollegium

へ
と
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
。
枢
機
卿
身
分
に
関
す
る

そ
の
後
の
発
展
は
枢
機
卿
全
員
に
た
い
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
枢
機

卿
の
個
々
の
階
級
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
意
味
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

教
皇
の
教
会
統
治
の
協
力
者
と
し
て
特
権
的
地
位
を
担
っ
た
枢
機
卿
の
活
動
と

任
務
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
次
の
四
つ
に
要
約
で
き
よ
う
。
教
皇
選
挙
人
、
枢
機

卿
会
へ
の
参
加
、
教
皇
特
使
、
そ
し
て
教
皇
庁
の
主
要
官
職
へ
の
就
任
で
あ
る

）
（（
（

。

（
ⅰ
）
教
皇
選
挙
人
…
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
と
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
選
挙
に
は
司
教

枢
機
卿
が
主
導
権
を
と
っ
た
が
、）

（（
（

ゲ
ラ
シ
ウ
ス
二
世
の
選
出
に
は
三
階
級
の
枢
機

卿
が
対
等
の
資
格
で
参
加
し
て
お
り
、
司
教
枢
機
卿
の
優
位
は
崩
れ
て
い
る
。）

（（
（

こ

れ
以
後
王
侯
の
干
渉
や
霊
感
に
よ
る
推
挙
は
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
、
枢
機
卿
間
の

討
議
、
党
派
抗
争
を
へ
て
次
期
教
皇
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
パ
ス
カ
リ
ス

二
世
は
、
そ
の
二
十
年
に
近
い
在
任
中
に
六
十
八
名
の
枢
機
卿
を
任
命
し
た
。
出

身
地
が
判
明
す
る
四
十
二
名
の
枢
機
卿
の
う
ち
三
人
に
二
人
は
イ
タ
リ
ア
中
、
南

部
の
出
身
で
あ
る
。
一
方
、
教
会
歴
が
明
ら
か
な
二
十
一
名
の
う
ち
三
人
に
二
人

は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
士
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
半
数
以
上
が
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー

ノ
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。）

（（
（

教
皇
の
枢
機
卿
政
策
の
ウ
エ
ー
ト
が
ど

こ
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
彼
が
任
命
し
た
枢
機
卿
の
中
に

一
一
二
四
年
と
一
一
三
〇
年
の
シ
ス
マ
の
主
役
が
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
シ
ス
マ

の
さ
い
に
対
立
す
る
党
派
は
自
分
た
ち
こ
そ
が
枢
機
卿
団
の
良
識
派
（sanior 

pars

）
を
代
表
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
「
良
識
派
の
意
見
に
従
っ
て
」

《saniore consilio

》
は
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』
第
六
十
四
章
に
由
来
す

る
が
、
こ
の
曖
昧
な
表
現
に
最
終
的
な
決
着
を
つ
け
た
の
は
第
三
ラ
テ
ラ
ノ
公
会

議
（
一
一
七
九
年
）
で
あ
っ
た
。）

（（
（

十
二
世
紀
に
は
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
を
の

ぞ
い
て
教
皇
は
す
べ
て
枢
機
卿
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。

（
ⅱ
）
枢
機
卿
会
へ
の
参
加
…
枢
機
卿
会
の
萌
芽
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
期
に
さ
か

の
ぼ
る
。
教
皇
が
慣
習
的
に
ロ
ー
マ
教
会
会
議
で
審
議
し
て
い
た
案
件
を
枢
機
卿

た
ち
と
一
緒
に
審
理
、
裁
決
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
が
コ
ン

シ
ス
ト
リ
ウ
ムConsistorium

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
二
世
紀
か
ら
で

あ
り
、
十
二
世
紀
前
半
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
の
下
で
枢
機
卿
会
は
定
期

的
に
召
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ン
シ
ス
ト
リ
ウ
ム
が
し
ば
し
ば
審
問

auditorium

や
審
理audientia

と
同
義
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
主
た
る
つ

と
め
は
裁
判
で
あ
り
教
皇
法
廷
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
な
い
大
訴
訟

（causae m
aiores

）
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
司
教
座
の
新
設
、

司
教
区
の
境
界
画
定
、
司
教
座
相
互
の
、
あ
る
い
は
司
教
座
と
修
道
院
の
紛
争
の

裁
定
、
高
位
聖
職
者
の
処
罰
と
解
任
、
修
道
院
へ
の
免
属
特
権
の
付
与
、
参
事
会

聖
堂
の
修
道
院
へ
の
変
更
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
、
王
侯
の
破
門
と
離
婚

訴
訟
、
信
仰
・
教
義
問
題
、
そ
し
て
列
聖
問
題
な
ど
審
理
の
対
象
は
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
。
枢
機
卿
会
の
決
定
を
伝
え
る
教
皇
文
書
に
は
「
わ
が
兄
弟
た
ち
の

助
言
に
従
っ
て
」
《de fratrum

 nostrorum
 consilio

》
、
「
わ
が
兄
弟
た
ち
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の
共
通
の
助
言
に
従
っ
て
」
《de com

m
uni fratrum

 nostrorum
 consilio

》

な
ど
の
合
議
を
示
す
常
套
句
が
用
い
ら
れ
た
。

（
ⅲ
）
教
皇
特
使
…
「
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
有
機
体
の
あ
ら
た
な
四
肢
」

）
（（
（

と
い
わ
れ

る
教
皇
特
使
は
中
央
と
地
方
の
仲
介
役
と
し
て
働
い
た
。
彼
は
教
皇
の
命
令
を
地

方
に
伝
え
て
そ
の
実
施
を
監
視
す
る
か
た
わ
ら
、
地
方
教
会
が
か
か
え
て
い
る

様
々
な
問
題
を
ロ
ー
マ
に
持
ち
帰
っ
た
。
地
方
の
有
力
な
聖
職
者
の
中
か
ら
任
用

さ
れ
た
常
設
的
な
特
使
（
た
と
え
ば
パ
ッ
サ
ウ
司
教
ア
ル
ト
マ
ン
、
コ
ン
ス
タ
ン

ツ
司
教
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
、
オ
ロ
ロ
ン
司
教
ア
マ
、
デ
ィ
司
教
ユ
ー
グ
、
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
大
司
教
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
な
ど
）
と
並
ん
で
、
特
別
の
使
命
を
お
び
た
教
皇
特

使
（legatus a latere

）
が
必
要
に
応
じ
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。
そ
し
て
後

者
は
十
一
世
紀
末
以
降
ま
す
ま
す
枢
機
卿
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

彼
ら
は
派
遣
先
で
教
会
会
議
を
召
集
し
て
訴
訟
を
審
理
、
裁
決
し
、
改
革
教
令
を

制
定
し
た
。
王
侯
と
教
会
と
の
あ
い
だ
に
政
治
的
摩
擦
が
生
ず
る
と
（
た
と
え
ば

対
立
教
皇
の
支
援
、
貴
族
一
門
と
の
紛
争
、
高
位
聖
職
者
の
身
柄
の
拘
束
な
ど
）

宮
廷
会
議
や
諸
侯
会
議
に
も
出
席
し
て
調
停
者
と
し
て
働
い
た
。
枢
機
卿
は
権
力

行
使
の
作
法
を
教
皇
特
使
の
活
動
を
通
し
て
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
十
二
世
紀

の
教
皇
の
多
く
は
教
皇
特
使
在
任
中
に
実
績
を
あ
げ
た
枢
機
卿
の
中
か
ら
選
ば
れ

て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
期
に
は
教
皇
特
使
の
派
遣
先
は
お
も
に
ロ
ン
バ
ル

デ
ィ
ー
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
ウ
ル
バ
ヌ

ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
に
な
る
と
派
遣
先
も
ひ
ろ
が
り
、
南
北
イ
タ
リ
ア
、

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
さ
ら
に
は
聖
地
に
ま
で
特
使
が
遣
わ
さ
れ
た
。

教
皇
特
使
は
教
会
と
西
欧
諸
民
族
と
の
連
帯
を
強
化
し
、
ラ
テ
ン=

キ
リ
ス
ト
教

世
界
に
お
け
る
知
的
・
精
神
的
交
流
に
重
要
な
役
を
は
た
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
る
ま
い
。

（
ⅳ
）
教
皇
庁
の
主
要
官
職
へ
の
就
任
…
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
は
、
教
皇
統
治
の
中

央
機
関
を
公
式
に
表
示
す
る
た
め
に
、
ク
ー
リ
アCuria

な
る
名
称
を
用
い
た
最

初
の
教
皇
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。）

（（
（

一
〇
八
九
年
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
ヴ
ェ

レ
ト
リ
の
市
民
・
聖
職
者
に
自
由
の
承
認
、
所
領
の
安
堵
と
引
換
え
に
ウ
ィ
ベ
ル

ト
ゥ
ス
派
に
対
抗
す
る
た
め
に
必
要
な
軍
隊
と
助
言
《hostis et parlam

entum

》

の
提
供
、
教
皇
と
ク
ー
リ
ア
に

3

3

3

3

3

《nostrae curiae

》
た
い
す
る
宿
泊
費
用

《com
estionis stipendium

》
の
負
担
を
命
じ
た
。
以
後
ク
ー
リ
ア=

ロ
マ
ー

ナ
（Curia Rom

ana

）
が
従
来
の
慣
用
的
表
示
、
ラ
テ
ラ
ノ
宮
廷
（Palatium

 

Lateranense

）
に
と
っ
て
代
る
。
こ
れ
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ウ
ル
バ

ヌ
ス
以
後
ク
ー
リ
ア
の
分
業
化
が
す
す
み
、
教
皇
庁
財
務
局
（
会
計
院
）
、
教
皇

庁
書
記
局
（
尚
書
院
）
、
教
皇
礼
拝
堂
な
ど
の
諸
機
関
が
あ
い
つ
い
で
独
立
し
、

組
織
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｊ
・
ジ
ド
ウ
は
ク
ー
リ
ア
の
行
政
構
造
の
歴
史
を

た
ど
っ
た
研
究
に
お
い
て
決
定
的
な
転
換
期
を
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
時
代
に
お
い

て
い
る
。）

（（
（

ク
ー
リ
ア
の
行
政
装
置
の
整
備
は
、
教
皇
権
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
権
力
へ

と
成
長
し
て
ゆ
く
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
を
な
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
ａ
）
教
皇
庁
会
計
院
（Cam

era apostolica

）
…
十
一
世
紀
前
半
の
ラ
テ
ラ
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一
九

ノ
宮
廷
財
務
局
は
多
数
の
聖
俗
役
人
が
入
り
乱
れ
て
複
雑
な
姿
を
し
め
し
て
い
た
。

局
内
は
不
統
一
で
会
計
簿
さ
え
も
満
足
に
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

Ｄ
・
ジ
ー
マ
は
こ
れ
を
「
ヒ
ュ
ド
ラ
の
頭
を
も
つ
行
政
」
と
呼
ん
で
い
る
。）

（（
（

枢

機
卿
デ
ウ
ス
デ
ー
デ
ィ
ッ
ト
が
カ
ノ
ン
法
集
成
の
第
三
部
で
、
教
皇
庁
の
収
入
目

録
を
そ
の
権
原
と
と
も
に
記
録
し
た
の
は
よ
う
や
く
八
十
年
代
後
半
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
画
期
的
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
と
き
で
あ
っ
た
。

彼
は
あ
ら
た
に
教
皇
庁
会
計
院
を
創
設
し
、
初
代
の
会
計
院
長
（cam

erarius 

dom
ini papae

）
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
ペ
ト
ル
ス
を
任
命
し
た
。
教
皇
金
庫
は

ク
リ
ュ
ニ
ー
に
置
か
れ
、
聖
座
献
金
や
各
地
の
修
道
院
か
ら
徴
収
さ
れ
る
貢
納
金

は
こ
こ
に
納
入
さ
れ
た
。）

（（
（

ペ
ト
ル
ス
は
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
下
で
も
ひ
き
つ
づ
き

会
計
院
長
を
つ
と
め
た
が
、
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
が
ロ
ー
マ
に
帰
還
し
て
財
務

行
政
の
中
心
が
ロ
ー
マ
に
移
っ
て
か
ら
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
の
関
係
も
断
た
れ
て
い

る
。
教
皇
は
即
位
直
後
に
腹
心
を
会
計
院
長
に
任
命
す
る
の
が
慣
例
に
な
る
。
エ

ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
以
後
、
会
計
院
長
に
は
主
と
し
て
枢
機
卿
が
任
命
さ
れ
た
。

（
ｂ
）
教
皇
庁
尚
書
院
（Cancellaria apostolica

）
…
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
修

道
士
ガ
エ
ー
タ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
（
一
〇
八
八
年
九
月
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
サ
ン

タ=

マ
リ
ア=

イ
ン=

コ
ス
メ
デ
ィ
ン
の
助
祭
枢
機
卿
に
任
命
さ
れ
た
）
の
も
と

で
尚
書
院
の
組
織
化
が
は
じ
ま
る
。）

（（
（

彼
は
教
皇
文
書
の
形
式
を
規
格
化
し
、
文

字
や
書
体
の
統
一
を
は
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
尚
書
院
を
教
皇
官
房
の
地
位
に
た

か
め
る
た
め
に
多
大
な
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
尚
書
院
長
は
特
許
状
の
精
査

と
確
認
、
発
給
文
書
の
正
確
な
写
し
の
保
存
と
管
理
に
責
任
を
負
っ
た
。
教
皇
の

旅
行
に
は
つ
ね
に
同
行
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
は
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
下
で
も
ひ
き
つ
づ

き
尚
書
院
長
を
努
め
、
教
皇
の
死
後
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
二
世
と
し
て
彼
の
跡
を
つ
い
で

い
る
。
尚
書
院
長
は
つ
ね
に
枢
機
卿
か
ら
選
ば
れ
た
。
十
二
世
紀
に
は
教
皇
に
就

任
し
た
尚
書
院
長
が
少
な
く
な
い
（
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
二
世
、
ル
キ
ウ
ス
二
世
、
ア
レ

ク
サ
ン
デ
ル
三
世
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
八
世
）
。
尚
書
院
長
は
教
皇
行
政
に
大
き
な

発
言
権
を
有
し
、
教
皇
の
枢
機
卿
政
策
（
＝
枢
機
卿
人
事
）
に
も
し
ば
し
ば
介
入

し
た
の
で
あ
る
。

（
ｃ
）
教
皇
礼
拝
堂
（Capella papalis

）
…
教
皇
の
日
常
的
な
典
礼
、
禱
務
に

従
事
す
る
教
皇
カ
ペ
ラ
ー
ヌ
ス
が
史
料
的
に
確
認
さ
れ
る
の
は
十
一
世
紀
前
半
、

ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
家
出
身
の
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
十
九
世
の
と
き
で
あ
る
。）

（（
（

だ
が
教
皇
カ

ペ
ラ
ー
ヌ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
央
統
治
機
構
に
く
み
こ
ま
れ
て
、
中
枢
ス

タ
ッ
フ
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
期
で
あ
っ
た
。）

（（
（

彼
ら
は
教
皇
の
秘
書
な
い
し
書
記
の
仕
事
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
教
皇
文
書
に
も
し
ば

し
ば
副
署
し
た
。
教
皇
カ
ペ
ラ
ー
ヌ
ス
は
職
務
の
重
要
性
と
教
皇
と
の
親
密
さ
の

ゆ
え
に
権
力
へ
の
登
竜
門
に
な
っ
た
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
「
彼
の
す
べ
て
の
書

記
と
カ
ペ
ラ
ー
ヌ
ス
」
《scriptores suos om

nes ac capellanos

》
を
枢
機

卿
に
昇
格
さ
せ
て
い
る
。）

（（
（

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
制
度
化
が
す
す
み
、
そ
の
組
織
・
機
関

の
輪
郭
が
明
瞭
に
な
る
の
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
期
で
あ
っ
た
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四
　
叙
任
権
闘
争
の
解
決
に
向
け
て

　

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
没
後
、
論
争
家
や
教
会
法
学
者
の
あ
い
だ
で
司
教
権
の

属
性
に
つ
い
て
の
議
論
が
は
じ
ま
っ
た
。
フ
ェ
ラ
ー
ラ
司
教
ウ
ィ
ド
、
シ
ャ
ル
ト

ル
司
教
イ
ヴ
ォ
は
そ
の
代
表
で
あ
り
、
司
教
の
二
重
の
地
位
、
司
教
権
の
二
重
の

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
聖
俗
両
権
の
和
解
の
方
法
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
一
〇
八
〇
年
代
後
半
に
『
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
離
教
』
を
著
し
た
ウ
ィ
ド

は
、
司
教
の
中
に
秘
跡
の
執
行
者
と
教
会
領
の
管
理
・
用
益
者
と
い
う
二
人
の
人

物
の
共
存
を
み
と
め
た
。）

（（
（

教
会
領
は
司
教
が
こ
れ
を
永
久
に
用
益
で
き
る
も
の

で
は
な
く
て
王
に
よ
っ
て
そ
の
用
益
が
承
認
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
王
権
の
も
と

に
復
帰
す
る
。
俗
権
を
授
与
す
る
王
は
司
教
選
出
に
関
与
す
る
権
利
を
も
つ
。
王

の
同
意
を
得
な
い
司
教
選
挙
は
無
効
で
あ
り
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
ケ
ー
ス
が
ま

さ
に
そ
の
例
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
ォ
は
一
〇
九
七
年
に

教
皇
特
使
の
リ
ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
に
宛
て
た
書
信
の
な
か
で
持
説
を
述
べ
た
。）

（（
（

サ
ン
ス
の
被
選
大
司
教
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
「
王
の
手
か
ら
司
教
職
の
叙
任
を

受
け
取
っ
た
」
《investituram

 episcopatus de m
anu regis accepisse

》

と
い
う
理
由
で
ユ
ー
グ
は
彼
を
非
難
す
る
が
、
た
と
い
王
の
手
に
よ
る
叙
任
が
行

わ
れ
た
と
し
て
も
叙
任
自
体
は
霊
的
な
も
の
に
関
連
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
秘

跡
的
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
信
仰
や
宗
教
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
。
選

出
後
に
司
教
財
産
を
譲
与
す
る
の
は
王
で
あ
り
、
使
徒
の
座
も
こ
れ
を
禁
じ
て
い

な
い
。
「
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
も
、
我
々
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
王
に
身
体
的

叙
任
（
＝
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
伴
う
叙
任
）
の
み
を
禁
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
王
が
民
衆

の
頭
で
あ
る
か
ぎ
り
選
挙
や
［
俗
権
の
］
譲
与
か
ら
彼
を
締
め
出
し
た
の
で
は
な

い
」）

（（
（

。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
譲
与concessio

が
手
、
合

図
、
言
葉
、
あ
る
い
は
杖
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
ど
う
で

も
よ
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
王
は
霊
的
な
も
の
は
何
も
授
け
よ
う
と
は
し

な
い
し
、
た
だ
請
願
者
の
要
請
に
同
意
す
る
か
、
教
会
が
王
の
寛
大
さ
か
ら
手
に

す
る
教
会
領
と
他
の
外
部
の
財
産
を
被
選
者
自
身
に
譲
与
す
る
だ
け
な
の
で
す
か

ら
」）

（（
（

。
イ
ヴ
ォ
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
教
令
に
あ
ら
た
な
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

叙
任
を
宗
教
的
・
霊
的
行
為
と
み
な
さ
な
い
彼
の
主
張
に
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
も
ち

ろ
ん
同
意
を
あ
た
え
な
か
っ
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
は
一
〇
九
五
年
の
ク
レ
ル
モ
ン
教

会
会
議
、
一
〇
九
九
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
で
俗
人
叙
任
と
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
と

も
に
禁
止
し
た
。
パ
ス
カ
リ
ス
も
ま
た
一
一
〇
二
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
で
俗

人
叙
任
と
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
双
方
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
の
ち
に
述
べ
る
よ
う

に
、
ヘ
ン
リ
ー
一
世
と
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
の
レ
ー
グ
ル
会
談

（
一
一
〇
五
年
七
月
）
を
境
に
パ
ス
カ
リ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
改
め
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

転
機
に
な
っ
た
の
は
一
一
〇
六
年
十
月
二
十
二
日
に
パ
ス
カ
リ
ス
自
身
が
主
宰
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し
た
グ
ア
ス
タ
ッ
ラ
（
ポ
ー
川
流
域
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
と
パ
ル
マ
の
あ
い
だ
の
都

市
）
教
会
会
議
で
あ
る
。）

（（（
（

カ
ノ
ン
第
五
条
で
教
皇
は
俗
人
叙
任
の
禁
令
を
更
新
し

た
が
、
第
四
条
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
司
教
に
特
免
を
あ
た
え
た
。
す
な
わ
ち
ノ

ヴ
ァ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
派
、
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
派
お
よ
び
他
の
異
端
者
を
彼
ら
の
も
と
の

品
級
に
お
い
て
受
け
入
れ
た
諸
教
父
の
先
例
に
従
っ
て
、
シ
ス
マ
の
さ
な
か
に
叙

階
さ
れ
た
《in scism

ate ordinatos

》
ド
イ
ツ
王
国
の
司
教
を
、
も
し
も
彼
ら

が
侵
入
者
、
シ
モ
ニ
ス
ト
、
犯
罪
者
で
な
け
れ
ば
、
司
教
職
に
受
け
入
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。）

（（（
（

当
会
議
は
俗
人
叙
任
を
禁
止
し
た
が
、
も
は
や
オ
マ
ー
ジ
ュ
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
教
皇
は
和
解
に
向
け
て
大
き
く
舵
を
切
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。
司
教
職
に
付
属
す
る
俗
権
に
つ
い
て
は
王
の
権
利
を
認
め
る
態
度
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
パ
ス
カ
リ
ス
に
と
っ
て
最
重
要
の
課
題
は
俗
人
叙
任
の
廃

棄
に
な
る
。
司
教
と
教
会
の
霊
的
結
縁
を
し
め
す
指
輪
と
司
牧
権
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
杖
は
、
俗
人
の
汚
れ
た
手
が
触
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。）

（（（
（

譲
れ
る

と
こ
ろ
と
譲
れ
な
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
妥
協
と
合
意
へ
の
み

ち
が
開
か
れ
た
の
で
あ
り
、
叙
任
権
闘
争
は
そ
の
解
決
に
向
け
て
動
き
だ
し
た
と

い
え
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
我
々
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
帝
国

の
叙
任
権
闘
争
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
ⅰ
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
下
に
聖
俗
の
貴
顕
を
集
め
て
開
か
れ
た
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム

会
議
（
一
〇
九
五
年
二
月
）
の
メ
ー
ン
テ
ー
マ
は
、
王
と
教
皇
の
双
方
に
対
す
る

忠
誠
は
両
立
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ダ
ー
ラ
ム
司
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
を

は
じ
め
司
教
の
大
多
数
が
王
へ
の
忠
誠
を
優
先
す
る
立
場
を
と
っ
た
た
め
に
カ
ン

タ
ベ
リ
ー
大
司
教
ア
ン
セ
ル
ム
は
孤
立
し
た
が
、
ダ
ー
ラ
ム
司
教
の
強
硬
な
主
張

（
ア
ン
セ
ル
ム
の
大
司
教
位
剥
奪
と
国
外
追
放
）
は
、
俗
人
貴
族
の
支
持
が
得
ら

れ
ず
、
結
局
ア
ン
セ
ル
ム
の
制
裁
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
同

年
五
月
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
が
ア
ル
バ
ー
ノ
の
司
教
枢
機
卿
グ
ア
ル
テ
ル
ス
に
ア

ン
セ
ル
ム
の
パ
リ
ウ
ム
を
届
け
さ
せ
た
と
き
に
、
教
皇
特
使
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王

の
伝
統
的
な
諸
特
権
の
承
認
と
引
換
え
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
へ
の
支
持
と
聖
座
献
金
の

支
払
い
を
か
ち
と
っ
て
い
る
。）

（（（
（

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
が
死
去
し
て
王
弟
ヘ
ン
リ
ー
一
世
が
王
位
に
つ
く
と
、
ア
ン

セ
ル
ム
も
ま
た
亡
命
先
の
大
陸
か
ら
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
に
戻
っ
た
。
一
一
〇
二
年
九

月
に
ア
ン
セ
ル
ム
は
ロ
ン
ド
ン
に
教
会
会
議
を
主
宰
し
て
改
革
（
シ
モ
ニ
ア
、
ニ

コ
ラ
イ
ズ
ム
の
排
斥
）
に
の
り
だ
し
た
。
同
年
十
月
に
ヘ
ン
リ
ー
一
世
は
二
人
の

側
近
、
王
妃
の
秘
書
レ
イ
ネ
ル
ム
と
国
王
書
記
ウ
ィ
リ
ア
ム=

ギ
フ
ァ
ー
ド
を
指

輪
と
杖
に
よ
っ
て
ヘ
リ
フ
ォ
ー
ド
、
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
各
司
教
に
叙
任
し
た
。

し
か
し
同
年
三
月
の
ロ
ー
マ
教
会
会
議
に
お
い
て
俗
人
叙
任
と
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
禁

止
が
決
議
さ
れ
た
こ
と
を
パ
ス
カ
リ
ス
か
ら
直
接
知
ら
さ
れ
て
い
た
ア
ン
セ
ル
ム

は
司
教
聖
別
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
は
ヨ
ー
ク
大
司
教
ジ
ェ
ラ
ー
ド

に
越
権
と
も
い
う
べ
き
両
名
の
叙
階
を
命
じ
た
が
、
二
人
の
被
選
司
教
は
教
皇
の

譴
責
を
お
そ
れ
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
レ
イ
ネ
ル
ム
は
指
輪
と
杖
を
王
に
返
還
し
、
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ウ
ィ
リ
ア
ム=

ギ
フ
ァ
ー
ド
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
に
亡
命
し
た
。
叙
任
権
闘
争
の
勃

発
で
あ
る
。
翌
年
の
復
活
祭
直
後
に
ア
ン
セ
ル
ム
は
再
び
ロ
ー
マ
に
亡
命
し
て
い

る
。）

（（（
（

し
か
し
ベ
ー
マ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
王
、
そ
し
て
教
皇
庁
の
三
者
は
い
ず
れ
も
慎
重
さ
を
も
っ
て
行
動
せ
ざ
る

を
え
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
。
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
帰
還
を
願
う
ア
ン
セ
ル
ム
は

和
平
を
つ
よ
く
望
ん
で
い
た
し
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
征
服
を
準
備
し
て
い
た
ヘ
ン

リ
ー
は
教
会
と
の
争
い
か
ら
生
ず
る
政
治
的
リ
ス
ク
を
計
算
し
て
い
た
。
一
方
、

パ
ス
カ
リ
ス
は
聖
座
献
金
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
の
承
認
を
失
い
た
く
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。）

（（（
（

か
く
て
叙
任
権
闘
争
は
急
進
化
せ
ず
に
妥
結
に
む
か
っ
た
。
一
一
〇

五
年
七
月
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
レ
ー
グ
ルLaigle
に
お
い
て
、
ヘ
ン
リ
ー
の
姉
ブ

ロ
ワ
伯
妃
ア
デ
ラ
の
仲
介
で
ヘ
ン
リ
ー
と
ア
ン
セ
ル
ム
の
会
談
が
も
た
れ
た
。
こ

こ
で
ヘ
ン
リ
ー
は
ア
ン
セ
ル
ム
に
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
所
領
の
返
還
と
叙
任
権
の
放

棄
を
約
束
し
た
。
そ
の
代
り
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
だ
け
は
留
保
し
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

同

年
十
二
月
に
リ
ヨ
ン
大
司
教
ユ
ー
グ
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
ア
ン
セ
ル
ム
は
教

会
の
叙
任
に
関
し
て
王
は
譲
歩
し
た
け
れ
ど
も
「
高
位
聖
職
者
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
の

放
棄
は
望
ん
で
い
な
い
」）

（（（
（

と
述
べ
て
い
る
。
会
談
の
終
了
後
ヘ
ン
リ
ー
と
ア
ン
セ

ル
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
マ
に
使
節
を
派
遣
し
て
会
談
の
結
果
を
報
告
し
、
教
皇
の

承
認
を
も
と
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
妥
協
を
可
能
に
し
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
征
服
以
後
の
司
教
の

二
重
の
身
分
的
地
位
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
司
教
は
高
位
聖
職
者
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
王
の
直
接
受
封
者
、
封バ

ロ

ン

建
貴
族
で
も
あ
っ
た
。）

（（（
（

す
で
に
ウ
ィ
リ
ア
ム

一
世
は
一
〇
八
二
年
初
頭
に
、
王
の
異
母
兄
弟
バ
イ
ユ
ー
司
教
兼
ケ
ン
ト
伯
オ
ド

が
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
救
援
の
た
め
に
騎
士
を
ひ
き
い
て
ロ
ー
マ
に
行
こ
う
と
し

た
の
を
阻
止
し
、
彼
を
捕
ら
え
て
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
城
に
監
禁
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
オ
ド
は
伯
に
し
て
王
の
直
接
受
封
者
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
教
会

上
の
地
位
は
故
意
に
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

司
教
は
二
つ
の
顔
を
も
っ
て
お

り
、
た
と
い
高
位
聖
職
者
で
あ
っ
て
も
彼
を
国
王
法
廷
で
裁
く
こ
と
が
で
き
る
。

封
建
制
が
根
を
下
ろ
し
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
司
教
の
こ
の
二
重
の
地
位

が
レ
ー
グ
ル
の
妥
協
を
容
易
に
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
一
〇
六
年
三
月

二
十
三
日
付
け
の
教
皇
書
簡
は
、
王
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
な
し
た
高
位
聖
職
者
に
特

免
を
あ
た
え
、
彼
ら
の
聖
別
を
ア
ン
セ
ル
ム
に
命
じ
て
い
る
。
「
全
能
の
神
の
恩

恵
に
よ
り
、
あ
な
た
（
ア
ン
セ
ル
ム
）
の
説
得
の
雨
に
よ
っ
て
王
の
心
が
和
ら
げ

ら
れ
、
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
や
め
る
ま
で
」）

（（（
（

と
断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
パ
ス

カ
リ
ス
自
身
も
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
存
続
に
は
内
心
不
満
を
お
ぼ
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
一
〇
七
年
五
月
三
十
日
付
け
の
ア
ン
セ
ル
ム
宛
書
簡
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

多
い
司
祭
の
息
子
に
対
し
て
も
「
時
代
の
必
要
と
教
会
の
有
用
性
の
ゆ
え
に
」

《pro necessitate tem
poris et utilitate Ecclesiae

》
特
免
を
あ
た
え
、
彼

ら
の
叙
階
を
承
認
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。）

（（（
（

レ
ー
グ
ル
会
談
か
ら
二
年
た
っ
た
一

一
〇
七
年
八
月
一
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
宮
廷
会
議
が
開
か
れ
、
こ
こ
で
正
式
に
王
は

指
輪
と
杖
に
よ
る
叙
任
を
放
棄
し
た
。
他
方
、
高
位
聖
職
者
に
選
出
さ
れ
た
者
は
、



教
皇
改
革
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二
三

王
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
の
ゆ
え
に
聖
別
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
規
定
さ
れ
た
。）

（（（
（

叙
任
権
闘
争
は
五
年
た
ら
ず
で
終
熄
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世
自
身
も
叙

任
権
の
放
棄
に
は
不
満
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ン
セ
ル
ム
が
一
一

〇
八
年
に
パ
ス
カ
リ
ス
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
王
が
破
門
さ
れ
る

こ
と
も
な
く
教
会
の
叙
任
を
つ
づ
け
て
い
る
の
を
教
皇
が
大
目
に
み
て
い
る
の
を

耳
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
今
後
も
つ
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
も
ま
た
叙

任
権
を
取
り
戻
し
た
い
と
語
っ
た
と
い
う
。）

（（（
（

結
局
パ
ス
カ
リ
ス
と
ヘ
ン
リ
ー
の

双
方
に
不
満
は
残
っ
た
が
、
互
い
の
譲
歩
な
し
に
は
和
解
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
協
約
以
後
、
ヘ
ン
リ
ー
の
教
会
高
権
が
損
傷
を
こ
う
む
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。）

（（（
（

被
選
者
を
承
認
し
彼
に
俗
権
を
授
け
る
と
き
に
、
国
王
は
拒

否
権
を
行
使
で
き
た
し
、
ま
た
叙
階
そ
の
も
の
が
通
常
は
国
王
礼
拝
堂
で
行
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
フ
ラ
ン
ス
に
は
い
っ
た
い
叙
任
権
闘
争
と
呼
び
う
る
も
の
が
存
在
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
？）

（（（
（

　

十
一
世
紀
末
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
指
輪

と
杖
に
よ
る
司
教
叙
任
は
も
は
や
み
ら
れ
な
い
。
王
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
も
一

般
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。）

（（（
（

被
選
者
は
王
に
忠
誠
誓
約
を
行
っ
た
の
ち

に
レ
ガ
リ
ア
を
譲
与
さ
れ
司
教
と
し
て
聖
別
さ
れ
た
。
王
は
塗
油
さ
れ
奇
跡
を
お

こ
な
う
神
聖
な
存
在
で
あ
り
、
王
国
の
教
会
の
守
護
者
で
も
あ
る
。
る
い
れ
き
を

治
し
た
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
王
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。）

（（（
（

国
王
司
教
座
は
サ
ン

ス
お
よ
び
ラ
ン
ス
管
区
に
集
中
し
て
い
る
。
ロ
ベ
ー
ル
二
世
期
か
ら
ル
イ
七
世
期

ま
で
そ
の
数
は
二
十
五
前
後
を
推
移
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
司
教
座
の
三
分
の
一
を

占
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
王
と
国
王
司
教
座
と
の
あ
い
だ
に
は
早
く
か
ら
国

家
統
一
へ
の
合
意
形
成
と
親
密
な
協
力
態
勢
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
国
王
は
指

輪
と
杖
に
よ
る
叙
任
と
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
放
棄
し
て
も
教
会
高
権
を
手
放
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
新
司
教
選
出
の
た
め
の
選
出
許
可
状
（licentia eligandi

）
を
交
付

す
る
さ
い
に
王
は
意
中
の
候
補
を
推
薦
で
き
た
し
、
な
か
ば
強
制
的
に
押
し
つ
け

た
り
も
し
た
。
さ
ら
に
被
選
司
教
に
俗
権
を
譲
与concessio

す
る
さ
い
に
意
に

添
わ
な
け
れ
ば
拒
否
権
を
行
使
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ー
ヴ
ェ
司
教
座
を
め
ぐ
る

争
い
（
一
一
〇
〇
ー
〇
四
年
）
で
は
、
国
王
宮
廷
の
候
補
と
な
ら
ん
で
シ
ャ
ル
ト

ル
司
教
イ
ヴ
ォ
の
推
す
候
補
が
選
出
さ
れ
た
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
後
者
の
候
補

を
み
ず
か
ら
叙
階
し
た
が
、
王
は
レ
ガ
リ
ア
を
あ
た
え
な
か
っ
た
の
で
教
皇
の
候

補
も
ボ
ー
ヴ
ェ
の
座
に
就
任
で
き
な
か
っ
た
。）

（（（
（

一
般
的
に
、
被
選
司
教
は
王
の

同
意
を
と
り
つ
け
る
こ
と
な
し
に
は
司
教
の
ポ
ス
ト
に
就
く
の
は
む
ず
か
し
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

グ
ア
ス
タ
ッ
ラ
教
会
会
議
の
閉
幕
後
、
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
フ
ラ
ン
ス
に
向
け

て
出
発
し
た
。
一
一
〇
六
年
の
降
誕
祭
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
、
翌
年
の
復
活
祭
を

シ
ャ
ル
ト
ル
で
祝
っ
た
の
ち
、
一
一
〇
七
年
四
月
末
に
サ
ン=

ド
ニ
に
到
着
し
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
と
息
子
の
ル
イ
六
世
の
歓
迎
を
う
け
た
。
教
皇
と
フ
ラ
ン
ス
王

は
サ
ン=

ド
ニ
で
会
談
を
お
こ
な
い
（
四
月
三
十
日
ー
五
月
三
日
）
、
以
下
の
点

で
了
承
し
た
。
一
つ
は
フ
ラ
ン
ス
教
会
の
現
状
《status ecclesie

》
の
確
認
で
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あ
り
、
も
う
一
つ
は
暴
君
と
教
会
の
敵
《tyrannis et ecclesie hostibus

》
、

と
り
わ
け
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
に
対
抗
し
て
聖
ペ
ト
ロ
と
そ
の
代
理
に
支
援
の

手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。）

（（（
（

正
式
の
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
は
締
結
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
教
皇
と
国
王
は
指
輪
と
杖
に
よ
る
司
教
叙
任
が
フ
ラ
ン
ス
で
再
び
現

れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
一
致
し
た
。
モ
ノ
は
こ
れ
を
「
暗
黙
の
合
意
」
と

よ
ん
で
い
る
。）

（（（
（

お
そ
ら
く
叙
任
権
の
問
題
は
、
こ
の
会
議
で
最
終
的
な
決
着
を
み

た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
五
月
中
旬
に
シ
ャ
ロ
ン=

シ
ュ
ル=

マ
ル
ヌ
で
開
か
れ

た
教
皇
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
代
表
団
と
の
会
談
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
が
多
数
の
高

位
聖
職
者
を
引
き
連
れ
て
パ
ス
カ
リ
ス
に
同
行
し
た
。
ト
リ
ー
ア
大
司
教
ブ
ル
ー

ノ
を
団
長
と
す
る
使
節
団
は
、
指
輪
と
杖
に
よ
る
叙
任
に
あ
く
ま
で
固
執
し
た
た

め
に
会
談
は
物
別
れ
に
お
わ
っ
て
い
る
。）

（（（
（

そ
の
直
後
に
パ
ス
カ
リ
ス
は
ト
ロ
ワ
に

急
行
し
、
こ
こ
で
教
会
会
議
を
主
宰
し
た
（
五
月
二
十
三
日
）
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五

世
は
ド
イ
ツ
の
高
位
聖
職
者
の
出
席
を
制
止
し
た
た
め
に
帝
国
か
ら
の
出
席
者
は

い
な
か
っ
た
が
、
会
議
に
は
フ
ラ
ン
ス
は
も
と
よ
り
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら

も
参
列
者
が
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヘ
ン
リ
ー
一
世
も
ま
た
代
表
団
を
お
く
っ

た
。
シ
ュ
ジ
ェ
ー
ル
は
当
会
議
を
総
教
会
会
議
《universale concilium
》
と

呼
ん
で
い
る
。）

（（（
（

こ
こ
で
明
確
に
俗
人
叙
任
の
禁
止
が
決
議
さ
れ
た
（
カ
ノ
ン
第
五

条
）
。
叙
任
権
問
題
は
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
事
実
上
決
着
し
て
い
た
の
で
、

当
決
議
は
明
ら
か
に
帝
国
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
シ
ャ

ロ
ン
会
談
で
の
帝
国
の
要
求
に
対
す
る
教
皇
側
の
回
答
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う）

（（（
（

。
　

フ
ラ
ン
ス
で
はinvestitura,investire

な
る
用
語
は
十
二
世
紀
に
は
次
第
に
使

用
さ
れ
な
く
な
る
。
王
が
手
に
し
た
の
は
被
選
司
教
へ
の
土
地
と
権
利
の
譲
与

concessio

で
あ
っ
た
。
譲
与
行
為
は
レ
ー
ン
制
的
関
係
で
は
な
く
て
契
約
と
し

て
理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
被
選
司
教
は
慣
習
的
な
義
務
（
宮
廷
参
向
、
法

廷
出
仕
、
軍
役
、
援
助
金
提
供
な
ど
）
を
負
う
の
で
あ
る
。
譲
与
の
さ
い
に
な
さ

れ
る
忠
誠
誓
約
（fidelitas,T

reueid

）
は
王
へ
の
忠
節
と
官
職
に
た
い
す
る
誠

実
義
務
の
双
方
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
王
と
国
家
へ
の
忠
誠
で
あ
る
。）

（（（
（

サ
ン=

ド
ニ
会
談
か
ら
十
二
年
後
に
シ
ャ
ロ
ン=

シ
ュ
ル=

マ
ル
ヌ
司
教
ギ
ヨ
ー
ム=

ド=

シ
ャ
ン
ポ
ー
は
、
司
教
の
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
に
説
明
し
た

さ
い
に
、
王
国regnum

で
は
な
く
国
家
（res publica

）
に
対
し
て
お
の
れ
の

務
め
を
は
た
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。）

（（（
（

サ
ン=

ド
ニ
会
談
以
後
ド
イ
ツ
の
王
が

教
会
の
主
要
な
敵
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
は
教
会
の
善
き
保
護
者

と
み
な
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
教
皇
権
と
教
会
の
同
盟
者
と
し
て
、
今
後
、
教
会

改
革
の
動
向
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
ⅲ
）
一
一
〇
四
年
十
二
月
に
ハ
ン
ン
リ
ヒ
五
世
は
ザ
ク
セ
ン
遠
征
の
途
上
に

あ
っ
た
父
の
陣
営
を
逃
れ
て
バ
イ
エ
ル
ン
の
反
皇
帝
派
諸
侯
の
グ
ル
ー
プ
に
加

わ
っ
た
。
ま
だ
二
十
歳
に
も
達
し
な
い
若
い
王
は
ア
ー
ヘ
ン
の
戴
冠
式
（
一
〇
九

九
年
一
月
）
で
お
こ
な
っ
た
皇
帝
に
た
い
す
る
忠
誠
誓
約
を
教
皇
か
ら
解
い
て
も

ら
っ
た
（
一
一
〇
五
年
）
。
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
父
に
対
抗
す
る
関
係
上
、
教
皇
に

た
い
し
て
は
協
調
路
線
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
危
機
を
察
し
た
皇
帝
は
教
皇
パ
ス
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口

二
五

カ
リ
ス
に
和
平
を
望
む
書
簡
を
お
く
っ
た
。
彼
は
こ
の
中
で
皇
帝
と
教
皇
の
関
係

を
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
・
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
期
の
敵
対
状
態
で
は
な
く
、
ニ
コ
ラ

ウ
ス
二
世
・
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
二
世
期
の
平
和
と
調
和
の
状
態
に
戻
し
た
い
と
述

べ
、
使
節
の
交
換
を
希
望
し
た
。）

（（（
（

注
意
し
た
い
の
は
皇
帝
と
教
皇
の
関
係
悪
化

の
原
因
が
叙
任
権
問
題
に
あ
っ
た
と
は
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
叙
任
権

は
父
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
皇
帝
の
伝
統
的
権
利
の
一
部
で
あ
っ
て
、
こ
の

問
題
が
争
点
に
な
る
と
い
う
認
識
は
そ
も
そ
も
彼
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叙

任
権
を
手
放
す
意
図
が
な
か
っ
た
点
で
は
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
一

一
〇
五
年
五
月
に
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
北
方
の
ノ
ル
ト
ハ
ウ
ゼ
ン

に
教
会
会
議
を
主
宰
し
た
。
当
会
議
は
シ
モ
ニ
ア
、
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
を
禁
ず
る
改

革
教
令
を
制
定
し
た
が
、
叙
任
権
問
題
に
関
し
て
は
、
意
図
的
に
こ
れ
を
棚
上
げ

し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
レ
ー
グ
ル
会
談
以
後
争
議
の
焦
点
は
叙
任
権
問
題
に

絞
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
会
談
か
ら
四
か
月
後
の
十
一
月
十
一
日
に
パ
ス
カ
リ
ス
は

マ
イ
ン
ツ
大
司
教
ル
ー
ト
ハ
ル
ト
に
書
簡
を
お
く
り
、
叙
任
権
問
題
を
ま
っ
た
く

取
り
上
げ
よ
う
と
し
な
い
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
態
度
を
暗
に
批
判
し
た
。
こ
こ
で
教
皇

は
、
祭
司
権
と
王
権
の
あ
い
だ
の
長
期
に
わ
た
る
不
和
の
原
因
が
叙
任
権
問
題
に

あ
る
と
は
っ
き
り
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

こ
の
書
簡
を
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
が
知
ら

な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
王
は
教
皇
へ
の
従
順
と
俗
人
叙
任
の
慣
習
と
の
あ
い
だ

で
深
刻
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
。
一
一
〇
五
年
十
二
月
末
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け

て
王
が
裏
切
り
に
よ
っ
て
捕
虜
に
し
た
父
を
虐
待
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
の
宿
敵
で

あ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
を
痛
め
つ
け
る
こ
と
で
ロ
ー
マ
側
の
理
解
が
得
ら
れ
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
件
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
一
一
〇
六
年
に
書
か
れ
た

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
ユ
ー
グ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
宛
の
皇
帝
の
書

簡
に
く
わ
し
い
。）

（（（
（

彼
は
息
子
の
裏
切
り
、
ア
ル
バ
ー
ノ
の
司
教
枢
機
卿
リ
カ
ル

ド
ゥ
ス
の
冷
酷
な
仕
打
ち
、
イ
ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
で
の
退
位
の
強
制
に
言
及
し
て
い

る
。
ベ
ッ
ケ
ル
ハ
イ
ム
城
に
拘
禁
さ
れ
た
と
き
の
皇
帝
の
監
視
役
は
元
ヒ
ル
ザ
ウ

修
道
院
長
の
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
司
教
ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
述
べ
て
い

る
。
「
最
も
聖
な
る
日
々
（
降
誕
節
）
を
聖
体
拝
領
に
あ
ず
か
る
こ
と
も
許
さ
れ

ず
に
牢
獄
で
す
ご
し
た
こ
と
を
私
は
決
し
て
忘
れ
な
い
し
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
嘆
き
訴
え
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」）

（（（
（

と
。
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
も
叙
任
権
を

手
放
す
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
彼
は
一
一
〇
六
年
一
月
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル

ク
大
司
教
コ
ン
ラ
ー
ト
を
慣
例
ど
お
り
叙
任
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
一
〇
六

年
八
月
七
日
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
は
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
没
し
た
。
皇
帝
の
急
死
に

よ
っ
て
内
乱
の
危
機
が
去
り
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
単
独
政
権
が
誕
生
し
た
。
叙

任
権
問
題
に
た
い
す
る
彼
の
立
場
は
一
段
と
明
白
に
な
り
、
闘
争
が
本
格
化
す
る

の
で
あ
る
。

　

一
一
〇
六
年
十
月
の
グ
ア
ス
タ
ッ
ラ
教
会
会
議
で
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
が
ド
イ
ツ

の
聖
職
者
に
特
免
を
あ
た
え
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
に
和
平
の
合
図
を
お
く
っ
た
こ

と
は
先
に
述
べ
た
。
だ
が
王
は
相
変
わ
ら
ず
叙
任
権
に
固
執
し
、
そ
の
強
硬
姿
勢

に
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
翌
年
五
月
に
開
か
れ
た
シ
ャ
ロ
ン=

シ
ュ
ル=

マ



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
二
巻
第
二
号

二
六

ル
ヌ
の
会
談
の
決
裂
は
そ
の
例
証
で
あ
る
。
シ
ュ
ジ
ェ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ

の
代
表
団
の
一
人
は
帰
り
し
な
に
「
こ
の
争
議
が
解
決
す
る
の
は
こ
こ
で
は
な
い
。

ロ
ー
マ
に
お
い
て
剣
に
よ
っ
て
だ
」）

（（（
（

と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
し
た
と
い
う
。
ハ
イ
ン

リ
ヒ
は
帝
国
に
対
し
て
俗
人
叙
任
を
禁
じ
た
ト
ロ
ワ
教
会
会
議
の
の
ち
に
も
指
輪

と
杖
に
よ
る
叙
任
を
つ
づ
け
た
。
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
ア
ー
デ
ル
ゴ
ッ
ト
の
叙

任
を
知
ら
さ
れ
た
教
皇
は
ト
ロ
ワ
教
会
会
議
の
教
令
を
無
視
し
た
行
為
に
お
ど
ろ

き
、
ア
ー
デ
ル
ゴ
ッ
ト
に
ロ
ー
マ
出
頭
を
命
じ
て
い
る
。）

（（（
（

　

一
一
〇
九
年
に
皇
帝
戴
冠
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
使
節
団

を
ロ
ー
マ
に
遣
わ
し
た
。
こ
の
さ
い
に
彼
ら
は
叙
任
権
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

一
冊
の
文
書
を
持
参
し
た
。
『
司
教
叙
任
に
つ
い
て
』
《D

e investitura 

episcoporum

》
と
題
す
る
冊
子
が
そ
れ
で
あ
り
、
作
者
は
リ
エ
ー
ジ
ュ
の
近
傍

ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
修
道
士
ジ
ゲ
ベ
ル
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）

（（（
（

当

文
書
は
国
王
宮
廷
の
公
式
文
書
で
あ
り
、
本
内
容
に
の
っ
と
っ
て
紛
争
の
解
決
を

の
ぞ
ん
だ
王
の
指
令
書
で
も
あ
っ
た
。
王
や
皇
帝
の
司
教
叙
任
は
正
当
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
い
か
な
る
シ
ン
ボ
ル
が
用
い
ら
れ
る
の
か
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。

だ
が
聖
俗
権
の
シ
ン
ボ
ル
を
併
せ
も
つ
杖baculum

を
用
い
る
の
が
望
ま
し
い
で

あ
ろ
う
。
王
に
よ
る
土
地
と
教
会
財
産
の
授
与
は
暴
君
と
強
奪
者
に
対
抗
し
て

《contra tyrannos et raptores

》
平
穏
と
平
和
を
司
教
に
保
証
す
る
た
め
で

あ
り
、
彼
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
誓
約
《hom

inium
 et 

sacram
entum

》
を
王
に
は
た
す
義
務
を
負
う
。
司
教
の
レ
ガ
リ
ア
受
領
、
オ

マ
ー
ジ
ュ
と
誓
約
の
履
行
を
ま
っ
て
司
教
聖
別
が
行
わ
れ
る
。）

（（（
（

当
該
文
書
に
は

シ
ャ
ル
ト
ル
司
教
イ
ヴ
ォ
の
書
簡
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
一
世
と
レ
オ
八
世
の
偽
作
教

令
か
ら
の
引
用
が
み
と
め
ら
れ
る
。
オ
マ
ー
ジ
ュ
《hom

inium

》
な
る
用
語
の

帝
国
に
お
け
る
最
初
の
使
用
例
が
本
文
書
に
み
ら
れ
る
の
は
、
つ
と
に
ク
ラ
ッ
セ

ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
先
例
の
影
響
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ

う
。）

（（（
（

本
文
書
は
、
王
と
司
教
の
関
係
を
レ
ー
ン
制
的
関
係
と
し
て
と
ら
え
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
叙
任
権
を
依
然
と
し
て
国
王
大
権
と
位
置
づ
け
た
た

め
に
教
皇
側
と
の
交
渉
は
失
敗
に
お
わ
っ
た
。

　

一
一
一
〇
年
八
月
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
は
麾
下
三
万
の
軍
勢
を
ひ
き
い
て
ロ
ー

マ
に
む
か
っ
た
。）

（（（
（

懸
案
の
叙
任
権
問
題
を
解
決
し
て
皇
帝
戴
冠
式
を
挙
行
す
る

の
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス=

バ
シ
リ
カ
内
の
サ
ン
タ=

マ
リ
ア=

イ
ン
＝
ト
ゥ
ッ
リ
（
塔
中
の
聖
マ
リ
ア
礼
拝
堂
）
に
お
い
て
教
皇
側
と

国
王
側
の
代
表
の
あ
い
だ
で
交
渉
が
す
す
め
ら
れ
、
一
一
一
一
年
二
月
四
日
に
協

定
書
が
な
っ
た
。
二
月
九
日
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ス
ト
リ
に
お
い
て
本
協
定
書
を
確

認
し
た
。
そ
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
は
指
輪
と
杖
に

よ
る
叙
任
を
放
棄
し
、
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
帝
国
司
教
に
た
い
し
て
王
に
レ
ガ
リ

ア
を
返
還
す
る
よ
う
に
命
じ
実
行
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
教
会
の
非
レ

ガ
リ
ア
所
有
地
を
教
会
領
と
し
て
確
認
し
、
そ
の
最
大
の
領
地
で
あ
る
聖
ペ
ト
ロ

世
襲
領
の
回
復
に
責
任
を
負
う
。
協
定
書
で
は
教
会
固
有
の
所
有
地
お
よ
び
権
利

（ecclesiastica

と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分
）
が
レ
ガ
リ
ア
か
ら
区
別
さ
れ
、
前
者
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に
は
聖
ペ
ト
ロ
世
襲
領
が
ふ
く
ま
れ
た
。）

（（（
（

こ
の
「
非
現
実
的
な
」
協
定
書
は
十
二

世
紀
の
巡
歴
説
教
者
が
と
な
え
た
使
徒
的
清
貧
の
理
想
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な

く
、
シ
モ
ニ
ア
の
根
絶
と
司
牧
の
充
実
と
い
う
教
会
改
革
の
理
想
か
ら
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。）

（（（
（

司
教
は
レ
ガ
リ
ア
受
領
の
見
返
り
に
法
廷
出
仕
や
軍
務
を
ひ
き
う

け
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
シ
モ
ニ
ア
異
端
に
染
ま
る
危
険
が
つ
ね
に
存
在
し
た
か

ら
で
あ
る
。
「
俗
事
へ
の
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
た
司
教
は
お
の
れ
の
民
の
司
牧
に

つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
長
期
間
お
の
れ
の
教
会
を
留
守
に
し
て
は
な
ら
な

い
」）

（（（
（

と
パ
ス
カ
リ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
先
代
諸
教
皇
か
ら
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
を
分

か
つ
決
定
的
な
相
違
は
、
彼
が
レ
ガ
リ
ア
に
関
す
る
国
王
の
権
利
を
は
っ
き
り
認

め
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
戴
冠
式
当
日
（
二
月
十
二
日
）
、
サ
ン=

ピ
エ
ト
ロ
聖

堂
で
協
定
書
が
朗
読
さ
れ
る
と
、
高
位
聖
職
者
は
一
斉
に
こ
れ
に
反
発
し
た
。
彼

ら
は
レ
ガ
リ
ア
の
返
還
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
の
み
か
異
端
の
虞
さ
え
あ
る
と
主

張
し
て
協
定
書
に
異
議
を
と
な
え
た
。
式
典
は
中
止
に
な
り
、
教
皇
と
十
六
名
の

枢
機
卿
は
捕
囚
の
身
と
な
っ
た
。
二
か
月
の
監
禁
生
活
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
捕
虜

を
釈
放
さ
せ
、
ロ
ー
マ
市
と
教
会
を
略
奪
と
荒
廃
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
も
は
や

妥
協
す
る
し
か
方
法
は
な
か
っ
た
。
四
月
十
一
日
に
ポ
ン
テ=

マ
ン
モ
ー
ロ
協
定

が
む
す
ば
れ
、
パ
ス
カ
リ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
指
輪
と
杖
に
よ
る
叙
任
を
認
め
、

王
の
叙
任
を
ま
っ
て
聖
別
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

そ
の
う
え
ハ
イ
ン

リ
ヒ
に
ア
ナ
テ
マ
を
科
さ
ず
、
彼
を
正
式
に
皇
帝
と
し
て
戴
冠
す
る
と
約
束
し
た
。

四
月
十
三
日
に
戴
冠
式
が
サ
ン=

ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
で
お
ご
そ
か
に
挙
行
さ
れ
、
そ

の
席
で
パ
ス
カ
リ
ス
は
皇
帝
に
特
許
状
を
手
渡
し
た
。
式
典
終
了
後
ハ
イ
ン
リ
ヒ

は
ラ
テ
ラ
ノ
聖
堂
ま
で
の
慣
例
の
行
列
行
進
を
と
り
や
め
て
急
遽
キ
ャ
ン
プ
に
ひ

き
か
え
し
、
あ
わ
た
だ
し
く
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
教
皇
と
枢
機
卿
の
長
期
に
わ

た
る
拘
束
と
ポ
ン
テ=

マ
ン
モ
ー
ロ
協
定
の
強
要
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
人
物
評

価
に
決
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
彼
は
冷
酷
な
君
主
、
教
会
の
迫
害
者
と
し

て
、
そ
の
ご
長
く
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

パ
ス
カ
リ
ス
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
叙
任
権
を
承
認
し
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ

リ
ア
の
聖
職
者
の
怒
り
を
買
い
、
教
皇
に
対
す
る
勧
告
と
非
難
の
書
簡
が
雨
あ
ら

れ
と
降
り
そ
そ
い
だ
。）

（（（
（

教
皇
は
夏
以
降
い
や
ま
す
批
判
の
重
圧
に
耐
え
か
ね
て

教
皇
を
退
位
し
、
ガ
エ
ー
タ
湾
に
浮
か
ぶ
ポ
ン
ツ
ァ
島
に
隠
遁
し
て
余
生
を
修
道

士
と
し
て
す
ご
す
こ
と
を
考
え
る
ま
で
に
な
っ
た
。
枢
機
卿
た
ち
の
強
い
要
請
に

よ
っ
て
教
会
会
議
の
召
集
は
も
は
や
避
け
が
た
い
情
勢
に
あ
っ
た
。
協
定
の
締
結

か
ら
お
よ
そ
一
年
が
経
過
し
た
一
一
一
二
年
三
月
十
八
日
に
、
ラ
テ
ラ
ノ
聖
堂
で

教
会
会
議
が
開
か
れ
た
。
枢
機
卿
の
ほ
ぼ
全
員
と
百
三
十
名
以
上
の
司
教
が
出
席

し
た
。
会
期
は
六
日
間
に
ま
た
が
っ
た
が
、
最
初
の
三
日
間
の
審
議
内
容
が
ま
っ

た
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
議
事
進
行
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
た
せ
い
と

思
わ
れ
る
。
五
日
目
に
パ
ス
カ
リ
ス
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
捕
虜
に
な
っ
た
経
緯
を
説

明
し
、
教
会
と
市
民
の
よ
り
大
き
な
悲
劇
を
避
け
る
た
め
に
国
王
の
叙
任
権
を
容

認
し
た
と
釈
明
し
た
。
し
か
し
「
兄
弟
た
ち
（
枢
機
卿
）
の
助
言
と
副
署
な
し

に
」
《sine fratrum

 consilio aut subscriptionibus

》
協
定
書
を
作
成
し
た
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二
八

の
は
あ
や
ま
り
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
の
れ
の
非
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

会

議
は
六
名
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
調
査
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
議
長
に
ア
ン
グ

レ
ー
ム
司
教
兼
ア
キ
テ
ー
ヌ
教
皇
特
使
ジ
ェ
ラ
ー
ル
を
指
名
し
た
。
協
定
書
に
た

い
す
る
不
満
を
し
ず
め
、
教
皇
が
異
端
者
と
し
て
裁
か
れ
な
い
た
め
の
手
立
て
を

講
ず
る
た
め
で
あ
る
。
最
終
日
の
六
日
目
に
、
パ
ス
カ
リ
ス
は
出
席
者
全
員
を
前

に
し
て
信
仰
宣
言
（professio fidei

）
を
お
こ
な
っ
た
。）

（（（
（

信
仰
宣
言
は
シ
ス

マ
的
司
教
や
異
端
司
教
が
正
統
信
仰
に
復
帰
す
る
さ
い
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
俗
人
叙
任
の
禁
止
が
確
認
さ
れ
た
。
最
後
に
ジ
ェ
ラ
ー

ル
が
立
ち
上
が
っ
て
教
皇
と
出
席
者
一
同
の
同
意
を
得
て
か
ら
協
定
書
の
破
棄
決

議
文
を
朗
読
し
た
。
こ
こ
で
特
許
状
は
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
か
ら
王
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

暴
力
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
た
瀆
許
状pravilegium
で
あ
る
と
烙
印
を
お
さ
れ
た

の
で
あ
る
。）

（（（
（

会
議
の
閉
幕
後
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
枢
機
卿
デ
ィ
ヴ
ィ
ゾ
を
と
も
な
っ

て
ド
イ
ツ
に
行
き
、
復
活
祭
前
夜
に
王
宮
の
あ
っ
た
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
ハ
イ
ン
リ

ヒ
に
会
い
、
破
棄
文
書
を
手
渡
し
た
。
こ
う
し
て
教
会
の
混
乱
も
よ
う
や
く
収
束

に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ポ
ン
テ=

マ
ン
モ
ー
ロ
協
定
か
ら
翌
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
の
開
催
ま
で
お

よ
そ
一
年
に
お
よ
ん
だ
改
革
教
皇
権
の
危
機
が
枢
機
卿
の
自
覚
を
う
な
が
し
、
教

皇
政
治
に
た
い
す
る
彼
ら
の
発
言
権
を
強
化
し
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。）

（（（
（

教
会
会
議
の
召
集
を
可
能
に
し
た
の
は
実
際
に
は
枢
機
卿
の
圧
力
で
あ
っ
た
。
教

皇
と
枢
機
卿
団
の
協
同
統
治
の
進
展
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
は
枢
機
卿
団
内
部

の
党
派
の
形
成
で
あ
る
。
す
こ
し
時
代
が
下
る
が
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
し
て
お

こ
う
。
破
棄
文
書
に
署
名
し
た
二
十
四
名
の
枢
機
卿
の
う
ち
、
改
革
史
上
の
転
機

に
な
っ
た
一
一
三
〇
年
の
シ
ス
マ
の
勃
発
時
に
な
お
生
存
し
て
い
た
者
は
四
名
を

か
ぞ
え
る
。
彼
ら
は
こ
ぞ
っ
て
対
立
教
皇
ア
ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス
二
世
を
支
持
し
て
い

る
。
破
棄
文
書
の
作
成
に
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
ア
ン
グ
レ
ー
ム
司
教
ジ
ェ

ラ
ー
ル
も
ま
だ
生
存
し
て
お
り
、
彼
も
そ
の
死
（
一
一
三
六
年
五
月
）
に
い
た
る

ま
で
対
立
教
皇
の
教
皇
特
使
と
し
て
活
躍
し
た
。）

（（（
（

こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ノ
ケ
ン

テ
ィ
ウ
ス
二
世
を
支
持
し
た
枢
機
卿
に
は
一
一
一
二
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
以

前
に
任
命
さ
れ
た
者
は
一
人
も
い
な
い
。
ポ
ン
テ=

マ
ン
モ
ー
ロ
協
定
と
そ
れ
に

つ
づ
く
改
革
教
皇
権
の
危
機
が
枢
機
卿
の
思
想
・
世
代
間
対
立
に
重
大
な
影
響
を

お
よ
ぼ
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
一
一
一
八
年
一
月
二
十
一
日
に
ロ
ー
マ
の
サ
ン=

タ
ン

ジ
ェ
ロ
城
で
没
し
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
・
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
下
で
三
十
年
間

尚
書
院
長
を
つ
と
め
た
助
祭
枢
機
卿
ガ
エ
ー
タ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
が
教
皇
に
選
出
さ
れ

た
の
は
そ
の
三
日
後
（
一
月
二
十
四
日
）
で
あ
る
。
教
皇
改
革
第
二
期
の
始
め
と

終
り
を
モ
ン
テ
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
士
が
占
め
た
こ
と
に
な
る
。
彼
は
改
名
し
て
ゲ

ラ
シ
ウ
ス
二
世
を
名
乗
っ
た
。
教
皇
改
革
期
に
レ
オ
一
世
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世

を
想
起
し
て
改
名
し
た
者
は
い
た
が
、
こ
こ
に
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
一
世
の
統
治
理
念
に

共
鳴
し
、
そ
れ
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
教
皇
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。）

（（（
（

す
で
に
グ
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二
九

レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
メ
ッ
ス
司
教
ヘ
ル
マ
ン
に
宛
て
た
第
二
書
簡
の
中
で
ゲ
ラ
シ

ウ
ス
一
世
の
皇
帝
宛
書
簡
を
引
用
し
て
以
来
、
彼
の
思
想
は
教
皇
官
房
で
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
の
改
名
は
彼
が
強
力
な
統
治
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
ロ
ー
マ
の
政
情
不
安
に
よ
っ
て
居
所
を
転
々
と
移
さ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
事
情
と
一
年
余
り
の
短
期
の
在
位
の
ゆ
え
に
政
策
の
実
現
は
叶

わ
な
か
っ
た
。
教
皇
選
出
直
後
に
、
皇
帝
派
ロ
ー
マ
貴
族
の
ケ
ン
キ
ウ
ス=

フ
ラ

ン
ジ
パ
ー
ニ
が
率
い
る
武
装
兵
に
急
襲
さ
れ
て
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
は
一
時
拉
致
、
拘
禁

さ
れ
て
い
る
。）

（（（
（

同
年
三
月
に
は
、
三
度
目
の
ロ
ー
マ
入
り
を
は
た
し
た
ハ
イ
ン

リ
ヒ
五
世
が
ブ
ラ
ガ
司
教
マ
ウ
リ
テ
ィ
ウ
ス
を
対
立
教
皇
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
八

世
）
に
立
て
て
ロ
ー
マ
の
市
政
を
混
乱
さ
せ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
軍
が
撤
退
し
た

の
ち
、
ロ
ー
マ
に
戻
っ
た
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
は
再
び
ミ
サ
の
さ
な
か
に
フ
ラ
ン
ジ
パ
ー

ニ
一
族
（
門
閥
の
名
称
の
意
味
が
〈
パ
ン
を
砕
く
〉
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
）

に
襲
わ
れ
た
（
七
月
）
。
ロ
ー
マ
が
安
全
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
ゲ
ラ
シ
ウ
ス

は
フ
ラ
ン
ス
亡
命
を
決
意
し
、
十
名
の
枢
機
卿
と
と
も
に
海
路
で
ピ
サ
、
ジ
ェ
ー

ノ
ヴ
ァ
を
経
由
し
て
マ
ル
セ
イ
ユ
に
向
か
っ
た
。）

（（（
（

同
年
十
一
月
上
旬
に
サ
ン=

ジ
ル
に
到
着
し
、
そ
こ
か
ら
紆
余
曲
折
を
た
ど
り
な
が
ら
七
十
日
を
か
け
て
千
六

百
五
十
キ
ロ
を
騎
行
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
た
ど
り
着
い
た
。
途
中
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
で

は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
と
の
和
平
を
批
判
し
て
い
た
大
司
教
ギ
ー
と
会
談
し
て
い
る
。

五
十
代
後
半
の
教
皇
に
と
っ
て
厳
寒
の
時
節
に
毎
日
平
均
二
十
五
キ
ロ
を
走
行
す

る
の
は
大
変
な
労
苦
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
着
い
た
と
き
に
は
教
皇

は
す
で
に
重
症
の
肋
膜
炎
を
わ
ず
ら
っ
て
お
り
、
病
床
に
臥
す
身
と
な
っ
た
。
ゲ

ラ
シ
ウ
ス
は
死
を
前
に
し
て
後
継
者
に
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
の
司
教
枢
機
卿
コ
ー
ノ

を
推
薦
し
た
が
彼
は
こ
れ
を
こ
と
わ
り
、
代
り
に
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
大
司
教
ギ
ー
を
推

薦
し
た
。
一
一
一
九
年
一
月
二
十
九
日
に
、
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
生
涯

を
閉
じ
同
修
道
院
に
葬
ら
れ
た
。
四
日
後
に
ギ
ー
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
教
皇
に
選
出

さ
れ
た
。
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
で
あ
る
。）

（（（
（

五
代
四
十
五
年
間
つ
づ
い
た
修
道

士
教
皇
の
時
代
は
お
わ
り
、
久
々
に
在
俗
聖
職
者
出
身
教
皇
が
こ
こ
に
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。
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）, Investiturstreit und Reichsverfassung

（V
orträ ge und Forschungen 17

）.Sigm
aringen 1973,241-75;id.,"D

as 12. 

Jahrhundert als Epoche der Papstgeschichte",in:E.-D
.H

ehl u.a.（H
g.

）, op.

cit.,293-323.

（
21
）Ziese, op.cit.,191f. 

（
22
）Robinson, op.cit.,285. 

（
23
）Ziese, op.cit.,224. 
ピ
ア
チ
ェ
ン
ツ
ァ
教
会
会
議
の
教
令
は
、M

G
H

,C
onstitutiones 

Ⅰ
,N

r.393,561-3.

に
収
録
。 

（
24
）'In hac sinodo quatuor fere m

ilia clericorum
 et plus quam

 triginta m
ilia 

laicorum
 fuisse perhibentur.': Bernoldi C

hronicon,M
G

H
,SS 5,462.

（
25
）Ibid.,461. 'T

antus enim
 convenerat populus,ut nulla eos aecclesia 

caperet': M
G

H
,C

onstitutiones Ⅰ
,N

r.393,561. 

（
26
）
関
口
武
彦
「
中
世
秘
跡
論
争
」
『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
』
第
四
十
巻
第
二

号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
八
頁
。 

（
27
）'Q

uam
vis autem

 m
isericordiae intuitu m

agnaque necessitate cogente 

hanc in sacris ordinibus dispensationem
 constituerim

us,nullum
 tam

en 

praeiudicium
 sacris canonibus fieri volum

us;sed obtineant proprium
 

robur.Et cessante necessitate,illud quoque cesset quod factum
 est pro 

necessitate.': ibid.,563,can.12.cf.J.Laudage

（H
g.

）, Der Investiturstreit.K
öln/

W
ien 1989,74f. 

（
28
）
ク
レ
ル
モ
ン
教
会
会
議
の
教
令
に
つ
い
て
は
、M

ansi,t.20,cols.815-9; H
L,Ⅴ

-1,399ff.

を
み
よ
。    

（
29
）'N

e episcopus vel sacerdos regi vel alicui laico in m
anibus ligium

 

fidelitatem
 faciat.': M

ansi,ibid.,817.

（
30
）'Q

uicum
que pro sola devotione,non pro honoris vel pecuniae 

adeptione,ad liberandam
 ecclesiam

 D
ei Jerusalem

 profectus fuerit,iter 

illud pro om
ni poenitentia reputetur.': ibid.,816. cf.Cow

drey,"T
he Genesis 

of the C
rusaders:the Springs of W

estern Ideas of the H
oly 

W
ar",in:id., Popes,M

onks and C
rusaders.X

III;id.,"C
luny and the F

irst 

Crusade",in: ibid.,X
V

. 

（
31
）E.Peters

（ed.

）, The First C
rusade:The C

hronicle of Fulcher of C
hartres and 

O
ther Source M

aterials.Philadelphia 1971,2-5.

修
道
士
ロ
ベ
ー
ル
の
報
告
は
十

二
世
紀
第
一
・
四
半
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
ク
レ
ル
モ
ン
の
演
説
に
つ
い
て
は
、

八
塚
春
児
『
十
字
軍
と
い
う
聖
戦
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
八

頁
以
下
を
参
照
。

（
32
）JL,5678. 

（
33
）H

L,Ⅴ
-1,454f. 

関
口
武
彦
『
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
研
究
』
南
窓
社
、
二
〇
〇
五
年
、

第
十
四
章
。 

（
34
）N

.F.Cantor, C
hurch,K

ingship,and Lay Investiture in England 1089-1135.N
ew

 

Y
ork 1969,91f.    



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
二
巻
第
二
号

三
二

（
35
）JL,5706;P.K

ehr, Italia Pontificia.Ⅷ
 ,25,N

r.81. cf.E.Curtis, Roger of Sicily and 

the N
orm

ans in Low
er Italy 1016-1154.N

ew
 Y

ork 1912

（repr.1973

）,98f.   

（
36
）H

.-W
.K

lew
itz,"Studien über die W

iederherstellung der röm
ischen 

K
irche in Süditalien durch das Reform

papsttum
",in:id., Reform

papsttum
 

und K
ardinalkolleg.D

arm
stadt 1957,183. 

（
37
）Ziese, op.cit.,264ff. 

（
38
）Ibid.,272. 

（
39
）Ibid.,273. 

（
40
）JL,5383; M

ansi,t.20,col.664. cf.L.Saltet, Les Réordinations.Études sur le 

Sacrem
ent de l'O

rdre.Paris 21907,240f. 

（
41
）
本
書
は
、P

L,t.180,cols.857-968 

に
収
録
。
校
訂
版
は
、R

.K
retzschm

ar

（H
g.

）, A
lger von Lüttichs Traktat"D

e m
isericordia et iustitia".E

in 

kanonistischer K
onkordanzversuch aus der Zeit des Investiturstreits.

U
ntersuchungen und Edition

（Q
uellen und Forschungen zum

 Recht im
 

M
ittelalter 2

）.Sigm
aringen 1985. 

ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
は
一
一
二
〇
年
代
以
前
に
本

書
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（R.Som

erville and B.C.Brasington, Prefaces 

to Canon Law Books in Latin Christianity.Y
ale U

niversity 1998,117

）. 

し
か
し
、

N
.M

.H
aring,"A

 Study in the Sacram
entology of A

lger of 

Liège", M
edieval Studies 20

（1958

）,41-78.

は
イ
ヴ
ォ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
一
〇
九

四
ー
九
五
年
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
ア
ル
ゲ
リ
ク
ス
は
一
一
二
一
年

に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
り
、
十
年
後
に
こ
こ
で
死
去
し
た
。

（
42
）'ut nullam

 contrarietatis discordiam
 pararet aliqua eorum

 

diversitas':K
retzschm

ar

（H
g.

）, op.cit.,188.  

（
43
）D

e Excom
m

unicatis Vitandis,de Reconciliatione Lapsorum
 et de Fontibus Iuris 

Ecclesiastici.M
G

H
,Libelli Ⅱ

,112-42. 

（
44
）Ibid.,131. 

（
45
）Ibid.,118. 

（
46
）'N

ec m
ireris,si Rom

ani pontifices hanc sem
per peculiariter habuerint 

potestatem
,ut canones pro tem

pore dispensarent. Ipsi enim
 sunt 

auctores canonum
 et illa sedes sem

per habuit hoc privilegium
,ut 

ligatum
 vel solutum

 sit,quicquid ipsa ligaverit vel solverit.': ibid.,140.

（
47
）
イ
ヴ
ォ
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
次
の
研
究
を
参
照
。H

.H
offm

ann,"Ivo von 

Chartres und die Lösung des Investiturproblem
s", D

eutsches Archiv 15

（1959

）,393-440;R
.Sprandel, Ivo von C

hartres und seine Stellung in der 

K
irchengeschichte.Stuttgart 1962. 

イ
ヴ
ォ
の
序
文
は
、PL,t.161,cols.47-60.

に

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
校
訂
版
が
あ
る
。B

.C
.B

rasington

（Edition and A
nalysis

）, Ways of M
ercy.The Prologue of Ivo of C

hartres.

M
ünster 2004,115-42. 

（
48
）Ch.Rolker, C

anon Law
 and the Letters of Ivo of C

hartres.Cam
bridge 2010. 

ロ

ル
カ
ー
は
、
イ
ヴ
ォ
の
主
要
著
書
はD

ecretum

で
あ
り
、Panorm

ia

は
彼
の
著
作



教
皇
改
革
（
二
） 

― 

関
口

三
三

で
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
彼
も
『
序
文
』
は
イ
ヴ
ォ
の
真
作
と
認
め
て
い

る（ibid.,290ff.

）。
『
序
文
』
の
英
訳
は
、R.Som

erville and B.C.Brasington, op.

cit.,132-58

に
収
録
。
カ
ノ
ン
法
集
成
の
『
序
文
』
が
歴
史
学
の
史
料
と
し
て
重
要

で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
次
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。Brasington,"Prologues 

to Canonical Collections as a Source for Jurisprudential Change to the 

Eve of the Investiture Contest", Frühm
ittelalterliche Studien 28

（1994

）,226-

42. 

（
49
）Brasington, W

ays of M
ercy…

,126. 

（
50
）Ibid.,132ff. 

（
51
）Ibid.,135ff. 

（
52
）'Privilegia enim

 paucorum
 com

m
unem

 legem
 non faciunt.': ibid.,140. 

（
53
）'Sic alie dispensaciones salubri deliberacione adm

isse cessante 

necessitate debent et ipse cessare nec est pro lege habendum
 quod 

aut utilitas suasit aut necessitas im
peravit.': ibid.,140. 

（
54
）Sprandel, op.cit.,77-85. 

（
55
）J.Leclercq

（éd.et trad.

）, Yves de C
hartres,C

orrespondance,t.Ⅰ
（1090-1098

）.

Paris 1949,n
0 16

（a
01094

）,68f.;Sprandel, op.cit.,83.

Ｇ
・
デ
ュ
ビ
ー
（
篠
田
勝
英

訳
）
『
中
世
の
結
婚
』
新
評
論
、
一
九
八
四
年
、
二
六
五
ー
六
頁
。

（
56
）P.Fournier et G.Le Bras, H

istoire des collections canoniques en O
ccident 

depuis les Fausses D
écrétales jusqu'au D

écret de G
ratien.T

.Ⅱ
,Paris 1932,99-

105,109-14. 

（
57
）J.Gilchrist,"T

he Reception of Pope Gregory Ⅶ
 into the Canon Law

（1073-1141

）", Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,K
an.A

bt. 

59

（1973

）,35-82;66

（1980

）,192-229. 

（
58
）R.Schieffer,"Rechtstexte des Reform

papsttum
s und ihre zeitgenössische 

Resonanz",in:H
.M

ordek

（H
g.

）, Überlieferung und G
eltung norm

ativer Texte 

des frühen und hohen M
ittelalters.Sigm

aringen 1986,61f.;H
.

Fuhrm
ann,"Papst Gregor Ⅶ

. und das K
irchenrecht.Zum

 Problem
 des 

D
ictatus Papae", SG

,13

（1989

）,148f. 

（
59
）S.K

uttner,"U
rban Ⅱ

 and Gratian", Traditio 24

（1968

）,504-5. 

（
60
）Leclercq, op.cit.,n

059

（a
01097

）,236. 

（
61
）'legationis officium

 pars sit apostolicae sollicitudinis,non plenitudo 

potestatis.': ibid. 

（
62
）D

ecreti Pars Ⅴ
,Cap.11,in: PL,t.161,col.326; ibid.,Cap.56,in: ibid.,col.346. 

（
63
）Leclercq, op.cit.,n

062

（a
01096

）,258-63. 

（
64
）Ibid.,n

os36,49,56,62. 

（
65
）
関
口
武
彦
「
聖
堂
参
事
会
改
革
の
歴
史
的
位
置
」
『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科

学
』
第
十
九
巻
第
一
号
（
一
九
八
八
年
）
八
六
頁
以
下
。

（
66
）
同
「" D

iversi sed non-adversi"

」
『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
』
第
十
八
巻
第

一
号
（
一
九
八
七
年
）
一
七
九
頁
以
下
。



山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
四
十
二
巻
第
二
号

三
四

（
67
）Y

.V
eyrenche," Q

uia vos estis qui sanctorum
 patrum

 vitam
 probabilem

 

renovatis…
 N

aissance des chanoines réguliers,jusqu'à U
rbain Ⅱ

", dans:M
.

Parisse
（éd.

）, Les C
hanoines réguliers.Ém

ergence et expansion

（XI e-

XIII esiècles
）.Saint-Étienne 2009

（
以
下C

R

と
略
記
）,29-69. 

（
68
）PL,t.151,cols.295,524. 

（
69
）Ibid.,cols.337-9. V

eyrenche, op.cit.,57ff. 

関
口
、
聖
堂
参
事
会
改
革
、
九
〇
頁
。

（
70
）
同
前
、
九
〇
頁
。

（
71
）
関
口
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
、
三
六
六
ー
七
頁
。

（
72
）
同
前
、
三
六
三
ー
四
頁
。

（
73
）P.M

ontaubin,"Les chanoines réguliers et le service pastoral 

（X
I e-

X
III esiècles

）", C
R,119-57,spécialem

ent 156. 

（
74
）Ibid.,157. 

こ
こ
で
聖
堂
参
事
会
改
革
に
つ
い
て
二
点
ほ
ど
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
参
事
会
改
革
が
問
題
に
な
る
の
は
一
般
的
に
言
っ
て
教
区
聖
堂
参
事
会

（chapitre collégial

）
で
あ
っ
て
司
教
座
聖
堂
参
事
会
（chapitre cathédral

）

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
後
者
が
律
修
化
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

帝
国
で
は
、Salzburg,Gurk,T

rient,

フ
ラ
ン
ス
で
は
北
仏
のSéez,St.M

alo,
南
仏

のBelley,T
arantaise

を
は
じ
め
十
六
座
が
そ
う
で
あ
る
（cf. S.Excoffon,"Les 

chanoines réguliers dans l'espace français:X
II e-X

III esiècles.U
ne 

approche cartographique", C
R,499-524

）。
し
か
し
司
教
座
聖
堂
参
事
会
の
共

同
生
活
と
律
修
化
は
概
し
て
困
難
で
あ
り
、
た
と
い
試
み
ら
れ
て
も
短
命
に
お

わ
っ
て
い
る
。
司
教
座
参
事
会
は
保
守
的
な
土
地
所
有
貴
族
の
牙
城
で
あ
り
、
そ

の
聖
職
禄
は
一
族
に
よ
っ
て
世
襲
的
に
相
続
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
参
事
会
員
が

準
拠
し
た
の
は
八
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
ア
ー
ヘ
ン
会
則
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
あ

い
だ
で
は
私
的
所
有
、
居
住
の
自
由
、
出
務
義
務
の
緩
和
、
聖
職
禄
の
併
有
は
普

通
で
あ
っ
た
。
十
一
、
十
二
世
紀
の
参
事
会
改
革
は
お
も
に
教
区
の
参
事
会
か
ら

発
祥
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Saint-Ruf,Saint-Q

uentin de Beauvais,Saint-

V
ictor,A

rrouaise,S.Frediano

（Lucca

）,S.M
aria in Reno

（Bologna

）,S.M
aria 

in Porto

（Ravenna

）,Rottenbuch,Springiersbach,Prém
ontré,Sem

pringham
 

な
ど
の
名
だ
た
る
改
革
参
事
会
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
司
教
座
聖
堂
参
事

会
の
分
析
か
ら
だ
け
で
は
、
聖
堂
参
事
会
改
革
の
全
体
像
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
教
区
参
事
会
と
司
教
座
参
事
会
を

互
い
に
没
交
渉
で
別
個
の
団
体
と
し
て
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
私
は
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
（
関
口
、
聖
堂
参
事
会
改
革
、
一
〇
五
頁
以

下
）
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
は
し
ば
し
ば
聖
職
禄
の
一
部
を
教
区
参
事
会
に
寄
進

し
て
改
革
に
協
力
し
、
共
同
生
活
を
希
望
す
る
司
教
座
参
事
会
員
は
こ
こ
に
隠
遁

し
、
こ
こ
を
墓
所
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
教
区
の
改
革
参
事

会
は
「
律
修
生
活
の
代
替
施
設
」
「
代
替
に
よ
る
律
修
化
」
で
あ
っ
た

（Excoffon,ibid., C
R,500;U

.V
ones-Liebenstein,"L'expansion des chanoines 

réguliers dans la péninsule ibérique au Ⅻ
e siècle", C

R,452

）。
両
参
事
会

の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
も
多



教
皇
改
革
（
二
） 

― 

関
口

三
五

か
れ
少
な
か
れ
改
革
に
感
化
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
75
）
第
三
章
の
記
述
は
、
お
も
に
関
口
武
彦
「
改
革
教
皇
権
と
枢
機
卿
団
」
『
山
形
大

学
紀
要
・
人
文
科
学
』
第
十
巻
第
三
号
（
一
九
八
四
年
）
四
八
五
ー
五
三
五
頁
に

拠
っ
た
。
併
せ
て
当
論
考
の
注
に
記
載
さ
れ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
76
）'cum

 sacri canones precipiant,ut in om
ni loco tres cardinales presbiteri 

et duo diaconi papam
 non deserant propter testim

onium
 

aecclesiasticum
 et propter stilum

 veritatis.':B
eno, G

esta Rom
anae 

Aecclesiae contra H
ildebrandum

.M
G

H
,Libelli Ⅱ

,370.

（
77
）K

.Ganzer,"D
as röm

ische K
ardinalkollegium

",in: Le istituzioni ecclesiastiche 

della 

《societas christiana

》 dei secoli Ⅺ
-Ⅻ

.A
tti della quinta settim

ane 

internazionale di studio,M
endola,26-31 agosto 1971.M

ilano 1974,162.

（
78
）Becker, op.cit.,109ff. 

関
口
武
彦
「
改
革
教
皇
の
枢
機
卿
政
策
」
『
山
形
大
学
紀

要
・
人
文
科
学
』
第
十
三
巻
第
一
号
（
一
九
九
四
年
）
一
五
三
頁
。

（
79
）D

.Jasper, D
as Papstw

ahldekret von 1059.Sigm
aringen 1986,111. 

（
80
）R.H

üls, K
ardinäle,K

lerus und K
irchen Rom

s 1049-1130. T
übingen 1977,55.

（
81
）
関
口
、
改
革
教
皇
権
と
枢
機
卿
団
、
五
〇
四
ー
五
頁
。

（
82
）
同
前
、
五
一
四
頁
以
下
。

（
83
）B

ecker, op.cit.,91ff.; C
ow

drey, The A
ge of A

bbot D
esiderius…

,215f.; 

C.Servatius, Paschalis Ⅱ
.（1099-1118

）. Stuttgart 1979,33ff.; Robinson, The 

Papacy 1073-1198. Cam
bridge 1990,62f. 

（
84
）C.G.Fürst,"K

ennen W
ir die W

ähler Gelasius'Ⅱ
.?",in: Festschrift K

arl Pivec 

zum
 60 G

eburtstag gew
idm

et. Insbrucker Beiträge zur K
ulturw

issenschaft 12

（1966

）,69-80.  

（
85
）K

lew
itz,"D

ie Entstehung des K
ardinalkollegium

s",in: id., Reform
papsttum

…
,98-111; Robinson, op.cit.,48f. 

（
86
）
関
口
、
前
掲
論
文
、
五
一
五
頁
。

（
87
）T

h.Schieffer, D
ie päpstlichen Legaten in Frankreich vom

 Vertrage von 

M
eersen

（870

） bis zum
 Schism

a von 1130. D
issertation Bonn,1934,238.

（
88
） K

.Jordan,"D
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  La Réforme Pontificale（Ⅱ）

Takehiko SEKIGUCHI

 Le pontificat d'Urbain Ⅱ et Pascal Ⅱ(1088-1118) marque un tournant dans 
l'histoire de la lutte qui durait depuis 1076. Le déroulement de la lutte avait montré 
que les intransigeantes revendications théocratiques de Grégoire Ⅶ étaient non 
seulement irréalisables mais contraires au sentiment populaire. Aussi abandonna-t-
on les questions de principes qui étaient au premier plan pendant la période 
grégorienne et se limita-t-on à la question des investitures. Lors d'une rencontre 
entre Henri Ⅰer de l'Angleterre et Anselme de Canterbury à Laigle(juillet 1105), 
Henri déclara renoncer à l'investiture, mais il continuait à affirmer ses droits sur 
l'hommage(hominium) des prélats. La querelle des investitures en France fut réglée, 
lors d'une rencontre à Saint-Denis(avril 1107) entre le pape Pascal Ⅱ et les rois 
Philippe Ⅰer et Louis Ⅵ. En France, non seulement on abandonnait désormais 
l'investiture laïque (royale) par la crosse et l'anneau, mais le roi renonçait 
également à l'hommage prêté par les évêques et se contentait d'exiger d'eux un 
serment de fidélité. La querelle se réduisait définitivement à la question de 
l'investiture. Comme l'empereur Henri Ⅴ(1106-1125) ne démordait pas de 
l'investiture royale avec la crosse et l'anneau, les fronts se figèrent et le règlement 
d'un conflit fut retardé. 
 Grégoire Ⅶ ne fit pas d'innovation dans la structure administrative. Mais l'on peut 
signaler les rénovations remarquables des organes de l'administration sous deux 
potificats d'Urbain Ⅱ et Pascal Ⅱ. Avec l'institutionnalisation qui est un des traits 
caractéristiques de l'administration de l'Église à partir de la fin du siècle, 
commence un nouveau chapitre de l'histoire des papes. Elle touche à toutes les 
branches du gouvernement central de l'Église, le service financier(camera 
apostolica), la chancellerie pontificale(cancellaria apostolica), la chapelle papale(capella 
papalis), et le collège des cardinaux. Les cardinaux ne pouvaient plus accomplir 
leurs fonctions liturgiques traditionnelles et celles-ci furent confiées aux chapelains. 
Mais le pape Pascal remettait à leurs chapelains de multiples tâches, donc ils 
devenaient bientôt la pépinière de cardinaux. Pascal Ⅱ éleva tous ses secrétaires 
et chapelains(scriptores suos omnes ac capellanos) au rang de cardinal. C'est le collège 
des cardinaux qui assura la continuité de la politique papale.   




